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再補正申請書（案）の変更点の概要

標準応答スペクトルを考慮した地震動評価における再補正申請書（案）について、既許可及び当初申請書からの変更点を下記の通り整理（青：当初申請書
で記載を変更した箇所、赤：補正申請書で記載を変更した箇所、緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所）

A. 基準等改正に伴い当初申請で記載を変更した箇所
A-1 基準等の改正に伴う記載の反映

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下、「設置許可基準規則の解釈」という。）及び「基準地
震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」（以下、「基準地震動審査ガイド」という。）の改正(令和３年４月21日)により、 「地域性を考慮する地震動」及び
「全国共通に考慮すべき地震動」の記載が追加されたことに伴う記載の反映。

A-2 標準応答スペクトルを考慮した地震動の検討の追加
「設置許可基準規則の解釈」の改正（令和３年４月21日）による標準応答スペクトルを考慮した地震動の検討結果について当初申請段階での検討内容。

A-3 Ss-6の追加に伴う変更
B. 標準応答スペクトルを考慮した地震動評価における審査を踏まえ記載を見直した箇所

B-1 標準応答スペクトルを考慮した地震動の設定に関する記載の充実
B-2 標準応答スペクトルを考慮した地震動に用いる地下構造モデルに関する記載の変更・充実
B-3 地震基盤相当面の見直しによる記載の変更
B-4 模擬地震波の作成及び選定に関する記載の変更・充実
B-5 既許可の地下構造モデルの見直しに伴う変更※

（※既許可の地震動評価に用いた地下構造モデルについて、今回見直した地下構造モデルに統一）
B-6  既許可以降に取得した地震観測記録等の反映

C. その他 記載を見直した箇所
C-1 加藤ほか（2004）に関する記載の削除

既許可においては、「震源を特定せず策定する地震動」として、加藤ほか（2004）による観測記録に基づいた疑似速度応答スペクトル（以下「加藤スペク
トル」という。）を既往の知見として考慮。今回、 「設置許可基準規則の解釈」の改正（令和３年４月21日）により、「全国共通に考慮すべき地震動」 の策定
に当たっては、「2004年北海道留萌支庁南部の地震」と「標準応答スペクトル」の2つの知見をすべて考慮する旨の記載が追加。標準応答スペクトルは全
周期帯において加藤スペクトルを上回ることから、加藤スペクトルは「震源を特定せず策定する地震動」として考慮する必要がないものと判断し関連する
記載を削除。なお、「全国共通に考慮すべき「震源を特定せず策定する地震動」に関する検討 報告書（令和元年８月７日）」において、「標準応答スペクト
ルは全周期帯において加藤スペクトルを上回ることを確認した。」とされている。

C-2 原子力安全基盤機構（2005）に関する記載の削除
既許可では、加藤スペクトルの妥当性確認として、原子力安全基盤機構（2005） との比較により年超過確率が10-4～10-6程度であることを確認。

今回、加藤ほか（2004）に関する記載を削除したことを踏まえ、関連する記載を削除。なお、「震源を特定せず策定する地震動」については
日本原子力学会(2007) の方法に基づいて算定した領域震源による一様ハザードスペクトルの比較により妥当性が確認されており、削除したこ
とにより判断が変わるものではない。

C-3 14地震に関する記載の削除
既許可においては、Mw6.5未満の地震について「基準地震動審査ガイド」の収集対象となる内陸地殻内の地震の例示の記載を踏まえ、収集対象とな

る14地震に関して記載。「基準地震動審査ガイド」の改正（令和３年４月21日）により、収集対象となる内陸地殻内の地震の例示が削除されたことを踏
まえ、14地震の例示に係る記載を削除。

C-4 「震源を特定せず」基準地震動の策定に関する方針（Ss-1との比較）の見直し
既許可においては、Ss-4及びSs-5について、Ss-1～Ss-３を一部の周期で上回ることから基準地震動として策定していたが、今回「震源を特定せず策

定する地震動」のそれぞれについて、Ss-1と比較する方針へ見直した。なお、方針の見直しを行っても既許可時の判断に影響はなく、基準地震動Ss-4及
びSs-5は既許可時と同一である。

C-5 わかりやすさ向上の観点から、構成を見直し・記載の充実を図った箇所 1



再補正申請書（案）の変更点の整理（１／３）

既許可申請書
（平成29年1月18日許可）

当初申請書
（令和3年8月23日申請）

補正申請書
（令和5年10月27日補正申請）

再補正申請書（案）

7.5 地 震 7.5 地 震 7.5 地 震 7.5 地 震
7.5.1 概要 - 7.5.1 概要 7.5.1 概要
7.5.2 敷地周辺の地震発生状況 - 7.5.2 敷地周辺の地震発生状況 7.5.2 敷地周辺の地震発生状況
7.5.2.1 被害地震 - 7.5.2.1 被害地震 7.5.2.1 被害地震
7.5.2.2 敷地周辺の地震活動 - 7.5.2.2 敷地周辺の地震活動 7.5.2.2 敷地周辺の地震活動
(1) 中・小地震 - (1) 中・小地震 (1) 中・小地震
(2) 微小地震 - (2) 微小地震 (2) 微小地震
7.5.3 活断層の分布状況 - 7.5.3 活断層の分布状況 7.5.3 活断層の分布状況
7.5.4 地震の分類 - 7.5.4 地震の分類 7.5.4 地震の分類
7.5.4.1 内陸地殻内地震 - 7.5.4.1 内陸地殻内地震 7.5.4.1 内陸地殻内地震
(1) 地震規模 - (1) 地震規模 (1) 地震規模
(2) 地震発生層 - (2) 地震発生層 (2) 地震発生層
7.5.4.2 プレート間地震及び海洋プ

レート内地震
-

7.5.4.2 プレート間地震及び海洋プ
レート内地震

7.5.4.2 プレート間地震及び海洋プ
レート内地震

7.5.4.3 その他の地震 - 7.5.4.3 その他の地震 7.5.4.3 その他の地震
7.5.5 敷地地盤の振動特性 - 7.5.5 敷地地盤の振動特性 7.5.5 敷地地盤の振動特性
7.5.5.1 敷地及び敷地周辺の地盤構

造
-

7.5.5.1 敷地及び敷地周辺の地盤構
造

7.5.5.1 敷地及び敷地周辺の地盤構
造

7.5.5.2 解放基盤表面の設定 - 7.5.5.2 解放基盤表面の設定 7.5.5.2 解放基盤表面の設定
7.5.5.3 地震観測及び微動アレイ探

査
-

7.5.5.3 地震観測及び微動アレイ探
査等

7.5.5.3 地震観測及び微動アレイ探
査等

(1) 敷地内の地震観測 - (1) 敷地内の地震観測 (1) 敷地内の地震観測
(2) 微動アレイ探査 - (2) 微動アレイ探査 (2) 微動アレイ探査

(3) ボーリング孔内減衰測定及びPS
検層

(3) ボーリング孔内減衰測定及びPS
検層

7.5.5.4 地下構造モデル - 7.5.5.4 地下構造モデル 7.5.5.4 地下構造モデル

再補正申請書（案）における変更箇所は以下の通り。 青：当初申請書で記載を変更した箇所 赤：補正申請書で記載を変更した箇所
緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 -：変更なし

玄海原子力発電所 第3号機及び第4号機
設置変更許可申請 設置変更許可申請(新
規制基準適合に係る変更(本体施設))
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再補正申請書（案）の変更点の整理（２／３）

既許可申請書
（平成29年1月18日許可）

当初申請書
（令和3年8月23日申請）

補正申請書
（令和5年10月27日補正申請）

再補正申請書（案）

7.5.6 基準地震動 7.5.6 基準地震動 7.5.6 基準地震動 7.5.6 基準地震動
7.5.6.1 敷地ごとに震源を特定して

策定する地震動
-

7.5.6.1 敷地ごとに震源を特定して
策定する地震動

7.5.6.1 敷地ごとに震源を特定して
策定する地震動

(1) 検討用地震の選定 - (1) 検討用地震の選定 (1) 検討用地震の選定
(2) 検討用地震の地震動評価 - (2) 検討用地震の地震動評価 (2) 検討用地震の地震動評価
a. 基本震源モデルの設定 - a. 基本震源モデルの設定 a. 基本震源モデルの設定
b. 不確かさを考慮するパラメータ
の選定

-
b. 不確かさを考慮するパラメータ

の選定
b. 不確かさを考慮するパラメータ

の選定
c. 応答スペクトルに基づく地震動

評価
-

c. 応答スペクトルに基づく地震動
評価

c. 応答スペクトルに基づく地震動
評価

d. 断層モデルを用いた手法による
地震動評価

-
d. 断層モデルを用いた手法による

地震動評価
d. 断層モデルを用いた手法による

地震動評価
7.5.6.2 震源を特定せず策定する地

震動
7.5.6.2 震源を特定せず策定する地

震動
7.5.6.2 震源を特定せず策定する地

震動
7.5.6.2 震源を特定せず策定する地

震動
(1) 評価方針 (1) 評価方針 (1) 評価方針 (1) 評価方針
(2) 既往の知見 (2) 既往の知見 （削除） （削除）

(3) 震源近傍の観測記録の収集 (3) 震源近傍の観測記録の収集
(2) 検討対象地震の選定と震源近傍

の観測記録の収集
(2) 検討対象地震の選定と震源近傍

の観測記録の収集

a. Ｍｗ6.5以上の地震
a. 「地域性を考慮する地震動」

（Ｍｗ6.5程度以上の地震）
a. 「地域性を考慮する地震動」

（Ｍｗ6.5程度以上の地震）
a. 「地域性を考慮する地震動」

（Ｍｗ6.5程度以上の地震）
(a) 2000年鳥取県西部地震 (a) 2000年鳥取県西部地震
(b) 2008年岩手・宮城内陸地震 (b) 2008年岩手・宮城内陸地震

b. Ｍｗ6.5未満の地震
b. 「全国共通に考慮すべき地震

動」（Ｍｗ6.5程度未満の地
震）

b. 「全国共通に考慮すべき地震
動」（Ｍｗ6.5程度未満の地
震）

b. 「全国共通に考慮すべき地震
動」（Ｍｗ6.5程度未満の地
震）

(a) 2004年北海道留萌支庁南部地震 (a) 2004年北海道留萌支庁南部地震
(b) 標準応答スペクトルを考慮した

地震動
(b) 標準応答スペクトルを考慮した

地震動
ⅰ. 地震基盤相当面 ⅰ. 地震基盤相当面
ⅱ. 模擬地震波 ⅱ. 模擬地震波
ⅲ. 標準応答スペクトルを考慮した

地震動
ⅲ. 標準応答スペクトルを考慮した

地震動

青：当初申請書で記載を変更した箇所 赤：補正申請書で記載を変更した箇所
緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 -：変更なし
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既許可申請書
（平成29年1月18日許可）

当初申請書
（令和3年8月23日申請）

補正申請書
（令和5年10月27日補正申請）

再補正申請書（案）

(4) 「震源を特定せず策定する地震
動」の設定

(4) 「震源を特定せず策定する地震
動」の設定

(3) 「震源を特定せず策定する地震
動」の設定

(3) 「震源を特定せず策定する地震
動」の設定

(5) 超過確率の参照 (5) 超過確率の参照 (4) 超過確率の参照 (4) 超過確率の参照
7.5.6.3 設計用応答スペクトル 7.5.6.3 設計用応答スペクトル 7.5.6.3 基準地震動Ssの策定 7.5.6.3 基準地震動Ssの策定
(1) 敷地ごとに震源を特定して策定

する地震動による基準地震動
(1) 敷地ごとに震源を特定して策定

する地震動による基準地震動
(1) 敷地ごとに震源を特定して策定

する地震動による基準地震動
(1) 敷地ごとに震源を特定して策定

する地震動による基準地震動
a. 応答スペクトルに基づく地震動

評価による基準地震動
a. 応答スペクトルに基づく地震動

評価による基準地震動
a. 応答スペクトルに基づく地震動

評価による基準地震動
a. 応答スペクトルに基づく地震動

評価による基準地震動
b. 断層モデルを用いた手法による

地震動評価による基準地震動
b. 断層モデルを用いた手法による

地震動評価による基準地震動
b. 断層モデルを用いた手法による

地震動評価による基準地震動
b. 断層モデルを用いた手法による

地震動評価による基準地震動
(2) 震源を特定せず策定する地震動

による基準地震動
(2) 震源を特定せず策定する地震動

による基準地震動
(2) 震源を特定せず策定する地震動

による基準地震動
(2) 震源を特定せず策定する地震動

による基準地震動
7.5.6.4 設計用模擬地震波 7.5.6.4 設計用模擬地震波 7.5.6.4 基準地震動Ssの時刻歴波形 7.5.6.4 基準地震動Ssの時刻歴波形
7.5.6.5 超過確率の参照 7.5.6.5 超過確率の参照 7.5.6.5 超過確率の参照 7.5.6.5 超過確率の参照
7.5.7 参考文献 - 7.5.7 参考文献 7.5.7 参考文献

再補正申請書（案）の変更点の整理（３／３）

青：当初申請書で記載を変更した箇所 赤：補正申請書で記載を変更した箇所
緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 -：変更なし
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

7.5 地   震  

7.5.1 概   要  

供用 中に 耐震 重要 施設 に大 き

な影響を及ぼす お それがある地

震による地震動（以下「基準地震

動」という。）は、最新の科学的・

技術的知見を踏まえ、敷地及び敷

地周辺の地質・地質構造、地盤構

造並びに地震活 動 性等の地震学

及び地震工学的 見 地から想定す

ることが適切なものとし、以下の

方針により策定することとする。

まず、「7.3 地盤」に記載され

ている敷地周辺 に おける活断層

の性質、敷地周辺における地震発

生状況等を考慮して、その発生様

式による地震の 分 類を行った上

で、敷地に大きな影響を与えると

予想される地震（以下「検討用地

震」という。）を選定した後、敷

地における応答 ス ペクトルに基

づく地震動評価 及 び断層モデル

を用いた手法に よ る地震動評価

を実施し、「敷地ごとに震源を特

定して策定する地震動」を評価す

る。 

次いで、敷地周辺の状況等を十

分考慮した詳細 な 調査を実施し

ても、なお敷地近傍において発生

する可能性のあ る 内陸地殻内地

震の全てを事前 に 評価しうると

7.5 地   震  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 地   震  

7.5.1 概   要  

供用 中に 耐震 重要 施設 に大 き

な影響を及ぼす お それがある 地

震による地震動（以下「基準地震

動」という。）は、最新の科学的・

技術的知見を踏まえ、敷地及び敷

地周辺の地質・地質構造、地盤構

造並びに地震活 動 性等の地震 学

及び地震工学的 見 地から想定 す

ることが適切なものとし、以下の

方針により策定することとする。 

まず、「7.3 地盤」に記載され

ている敷地周辺 に おける活断 層

の性質、敷地周辺における地震発

生状況等を考慮して、その発生様

式による地震の 分 類を行った 上

で、敷地に大きな影響を与えると

予想される地震（以下「検討用地

震」という。）を選定した後、敷

地における応答 ス ペクトルに 基

づく地震動評価 及 び断層モデ ル

を用いた手法に よ る地震動評 価

を実施し、「敷地ごとに震源を特

定して策定する地震動」を評価す

る。 

次いで、敷地周辺の状況等を十

分考慮した詳細 な 調査を実施 し

ても、なお敷地近傍において発生

する可能性のあ る 内陸地殻内 地

震の全てを事前 に 評価しうる と

7.5 地   震  

7.5.1 概   要  
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を実施し、「敷地ごとに震源を特

定して策定する地震動」を評価す

る。 

次いで、敷地周辺の状況等を十

分考慮した詳 細な 調査を実施 し

ても、なお敷地近傍において発生

する可能性の ある 内陸地殻内 地
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

は言い切れない と の観点から、

「震源を特定せ ず 策定する地震

動」を評価する。 

以上を踏まえて、「敷地ごとに

震源を特定して策定する地震動」

及び「震源を特定せず策定する地

震動」の評価結果に基づき、基準

地震動を策定する。 

 

7.5.2 敷地周辺の地震発生状況 

玄海 原子 力発 電所 が位 置す る

九州地方北部に お ける地震活動

は、陸域及び海域の浅いところで

発生する「内陸地殻内地震」、太

平洋側沖合の南 海 トラフから陸

の方へ傾き下が る プレート境界

付近で発生する 「 プレート間地

震」、海洋プレート内で発生する

「海洋プレート内地震」及び「そ

の他の地震」に分けることができ

る。 

陸域 及び 海域 の浅 いと ころ で

発生する内陸地 殻 内地震につい

ては、九州地方北部でマグニチュ

ード（以下「Ｍ」という。）７程

度の地震が発生している。 

太平洋側沖合では、地震の発生

数が多く、日向灘周辺でＭ７クラ

スの地震がしば し ば発生するこ

とがあり、これらの地震の多くは

プレート間地震である。日向灘周

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は言い切れない と の観点から 、
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太平洋側沖合では、地震の発生
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

辺のＭ７クラスの地震は、十数年

から数十年に一 度 発生している

が、Ｍ８以上の巨大地震が発生し

たという記録はない。 

海洋プレート内地震としては、

海溝付近又はそ の やや沖合の沈

み込む海洋プレ ー ト内で発生す

る地震及び海溝 よ りも陸側の沈

み込んだ海洋プ レ ート内で発生

する地震がある。陸側に深く沈み

込んだプレート内では、稀に規模

の大きな地震が 起 こることがあ

る。 

その他の地震としては、島原半

島で雲仙岳の火 山 活動に伴った

地震活動が見られる。 

 

7.5.2.1 被害地震 

日本 国内 の地 震被 害に 関す る

記録は古くからみられ、これらを

収集、編集したものとして、「増

訂 大日本地震史料」(1)、「日本

地震史料」(2)及び「新収 日本地

震史料」(3)等がある。 

また、地震史料及び明治以降の

地震観測記録を基に、主な地震の

震央位置、地震規模等をとりまと

めた地震カタログとして、「理科

年表 平成27年」(4)、「日本被害

地震総覧」(5)、「茅野・宇津カタ

ログ(2001)」(6)、「気象庁地震カ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辺のＭ７クラスの地震は、十数年

から数十年に一 度 発生してい る

が、Ｍ８以上の巨大地震が発生し

たという記録はない。 

海洋プレート内地震としては、

海溝付近又はそ の やや沖合の 沈

み込む海洋プレ ー ト内で発生 す

る地震及び海溝 よ りも陸側の 沈
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込んだプレート内では、稀に規模

の大きな地震が 起 こることが あ
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地震活動が見られる。 
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また、地震史料及び明治以降の

地震観測記録を基に、主な地震の
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辺のＭ７クラスの地震は、十数年

から数十年に 一度 発生してい る

が、Ｍ８以上の巨大地震が発生し

たという記録はない。 

海洋プレート内地震としては、

海溝付近又は その やや沖合の 沈

み込む海洋プ レー ト内で発生 す

る地震及び海 溝よ りも陸側の 沈
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する地震がある。陸側に深く沈み

込んだプレート内では、稀に規模

の大きな地震 が起 こることが あ

る。 

その他の地震としては、島原半

島で雲仙岳の 火山 活動に伴っ た

地震活動が見られる。 

 

7.5.2.1 被害地震 

日本国内の 地震 被 害に 関す る

記録は古くからみられ、これらを

収集、編集したものとして、「増
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

タログ」(7)等がある。 

第7.5.2.1図は、敷地からの震

央距離が200km程度以内の被害地

震の震央分布を 示 したものであ

る。 

ここで、地震の規模及び震央の

位置は、地震カタログによる地震

諸元の違いを考 慮 しても敷地へ

与える影響が小 さ いことを確認

し た 上で 、 1884年以 前 の地 震は

「日本被害地震 総 覧」 (5)に よる

値、1885年以降1922年までの地震

は「茅野・宇津カタログ(2001)」

(6)による値、さらに1923年以降の

地震は「気象庁地震カタログ」(7)

による値をそれぞれ用いている。

これ らの 地震 につ いて の諸 元

を第7.5.2.1表に示す。 

第 7.5.2.1表 及 び 第 7.5.2.1 図

によると、陸域及び海域の浅いと

ころで発生する 内 陸地殻内地震

として、Ｍ７程度の地震がみられ

る。敷地から半径100km以内にお

いて、679年筑紫の地震（Ｍ6.5～

7.5）、1700年壱岐（壹岐）・対馬

の地震（Ｍ7.0）及び2005年福岡県

西方沖地震（Ｍ7.0）が発生してい

る。敷地からの震央距離が200km

程度の日向灘周 辺 から九州地方

内陸部にかけて、海洋プレート内

地 震 であ る 1909年宮 崎 県西 部の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グ」(7)等がある。 
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（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

地震（Ｍ7.6）が発生している。ま

た、敷地からの震央距離が200km

程度を超える日向灘周辺では、Ｍ

７クラスの地震が見られる。 

その他の地震として、雲仙普賢

岳の噴火活動に 伴 って発生した

1792 年 雲 仙 岳 の 地 震 （ Ｍ 6.4±

0.2）がある。 

気 象 庁 震 度 階 級 関 連 解 説 表

(2009) の 第 7.5.2.2 表 及 び 第

7.5.2.3表によれば、震度５弱の

現象や被害として、耐震性が低い

木造建物（住宅）は、『壁などに

軽微なひび割れ・亀裂がみられる

ことがある。』とされている。ま

た、震度５強の 現 象や被害とし

て、耐震性が低い木造建物（住宅）

は、『壁などにひび割れ・亀裂が

みられることがある。』、耐震性

が低い鉄筋コン ク リート造建物

は、『壁、梁（はり）、柱などの

部材に、ひび割れ・亀裂が入るこ

とがある。』とされている。 

したがって、地震によって建物

等に被害が発生するのは、震度５

弱（1996年以前は震度Ⅴ）程度以

上であり、敷地に大きな影響を与

えた地震として、震度５弱程度以

上を目安に選定する。 

第 7.5.2.1表 及 び 第 7.5.2.1 図

に示した地震について、震央距離
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

を横軸、Ｍを縦軸として描いたも

のが第7.5.2.2図であり、敷地に

おける気象庁震 度 階級区分も書

き加えている。なお、この図中の

気象庁震度階級の区分は、文献(8)、

(9)に 基づき 、旧 気 象庁 震度 階級

（Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ）で記載している。

この図によると、敷地で震度５

弱程度以上となる地震には、1700

年壱岐・対馬の地震及び2005年福

岡県西方沖地震がある。これら被

害地震の地震諸元を第7.5.2.4表

に示す。 

 

7.5.2.2 敷地周辺の地震活動 

(1) 中・小地震 

「気象庁地震カタログ」(7)に記

載 さ れ て い る 1978 年 １ 月 か ら

2012年12月までの地震のうち、東

経128°～132°、北緯32°～35°

の範囲で深さ０～200kmで発生し

たＭ3.0以上の地震における震央

分布を第7.5.2.3図、震源の鉛直

分布を第7.5.2.4図に示す。 

敷地周辺における中・小地震活

動の特徴は、以 下 のとおりであ

る。 

a.  敷 地 を 中 心 と し た 半 径

100km以内に震央を有する地震で

は、2005年福岡県西方沖地震に伴

う地震活動が見られる。 
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

b.  島原 半島 周辺 に地 震活 動

が見られる。 

 

(2) 微小地震 

敷地 周辺 にお ける 微小 地震 の

震 央 分 布 を 第 7.5.2.5 図 ～ 第

7.5.2.7図、震源の鉛直分布を第

7.5.2.8図 及 び 第 7.5.2.9図 に 示

す。微小地震分 布 の震源データ

は、「気象庁地震カタログ」(7)の

う ち 1997年 10月 か ら 2012年 12月

までの期間に、深さ０～30km、30

～ 60km及 び 60km以 深で 発 生 し た

ものとする。 

これらの図から、以下のような

微小地震活動の特徴が見られる。

a. 敷地から半径100km以内に

おいて発生した微小地震は、中・

小 地 震と 同様 に 2005年 福岡 県西

方沖地震の余震 及 び島原半島周

辺に活動域が見られる。 

b. 敷地から半径100km以内で

は、深さ30km以深のフィリピン海

プレートの沈み 込 みに関連した

プレート間地震 及 び海洋プレー

ト内地震は見られない。 

c. 敷地から半径100km以遠で

は、熊本地方で深さ30km以浅の地

震帯が見られる。 

d. 深さ30～60kmでは、日向灘

の南北に沿って、深さ60km以深で
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

は内陸部の南北 に 沿って震源が

高密度に存在する。これは、フィ

リピン海プレー ト の沈み込みに

関連したプレー ト 間地震及び海

洋プレート内地震である。 

 

7.5.3 活断層の分布状況 

敷 地周 辺 の 半 径 30km以 内及 び

半 径 30km以 遠 の 主な 活 断層 分布

を 第 7.5.3.1図 及 び 第 7.5.3.2図

に示す。 

「7.3 地盤」で示したとおり、

敷 地 周辺 の半 径 30km以 内の 主な

活断層として、陸域については、

竹木場断層、今福断層、城山南断

層、楠久断層、国見断層、真名子

－荒谷峠断層及 び 鉾ノ木山リニ

アメントがある 。 海域について

は、Ｆ－ｈ断層及び糸島半島沖断

層群がある。 

また、半径30km以遠の主な活断

層として、警固断層帯、佐賀平野

北縁断層帯、日向峠－小笠木峠断

層帯、宇美断層、西山断層帯、水

縄断層帯、雲仙断層群、壱岐北東

部断層群、対馬南方沖断層、対馬

南西沖断層群、 厳 原東方沖断層

群、宇久島北西沖断層群、沖ノ島

東方沖断層、ＦＴ Ｗ－３、ＦＴ Ｗ－

４、中通島西方沖断層群及びＦＴ Ｗ

－１がある。 
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アメントがあ る。 海域につい て

は、Ｆ－ｈ断層及び糸島半島沖断

層群がある。 

また、半径30km以遠の主な活断

層として、警固断層帯、佐賀平野

北縁断層帯、日向峠－小笠木峠断

層帯、宇美断層、西山断層帯、水

縄断層帯、雲仙断層群、壱岐北東

部断層群、対馬南方沖断層、対馬

南西沖断層群 、厳 原東方沖断 層

群、宇久島北西沖断層群、沖ノ島

東方沖断層、ＦＴ Ｗ－３、ＦＴ Ｗ－

４、中通島西方沖断層群及びＦＴ Ｗ

－１がある。 
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

 

7.5.4 地震の分類 

「7.5.2 敷地周辺の地震発生

状況」を踏まえ、「7.5.3 活断層

の分布状況」に示す敷地周辺の活

断層による地震も考慮の上、敷地

周辺における主 な 地震を以下の

とおり分類する。 

 

7.5.4.1 内陸地殻内地震 

(1) 地震規模 

「7.3 地盤」及び「7.5.3 活

断層の分布状況」に基づき、想定

されるＭ、震央距離及び震度の関

係から、敷地に影響を及ぼす恐れ

のある主な活断層を、第7.5.4.1

表に示す活断層から選定する。第

7.5.4.1表に示した活断層による

地震について、震央距離を横軸、

Ｍを縦軸として、敷地における旧

気象庁震度階級 区 分も書き加え

たものを第7.5.4.1図に示す。第

7.5.4.1図によると、敷地におい

て、周辺の活断層から想定される

地震による揺れは、宇美断層、水

縄断層帯、雲仙断層群、厳原東方

沖断層群、宇久島北西沖断層群、

沖ノ島東方沖断層、ＦＴ Ｗ－３、Ｆ

Ｔ Ｗ－４、中通島西方沖断層群及び

ＦＴ Ｗ－１による地震を除き、建物

等に被害が発生 す るとされてい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.4 地震の分類 

「7.5.2 敷地周辺の地震発生

状況」を踏まえ、「7.5.3 活断層

の分布状況」に示す敷地周辺の活

断層による地震も考慮の上、敷地

周辺における主 な 地震を以下 の

とおり分類する。 

 

7.5.4.1 内陸地殻内地震 

(1) 地震規模 

「7.3 地盤」及び「7.5.3 活

断層の分布状況」に基づき、想定

されるＭ、震央距離及び震度の関

係から、敷地に影響を及ぼす恐れ

のある主な活断層を、第7.5.4.1

表に示す活断層から選定する。第

7.5.4.1表に示した活断層による

地震について、震央距離を横軸、

Ｍを縦軸として、敷地における旧

気象庁震度階級 区 分も書き加 え

たものを第7.5.4.1図に示す。第

7.5.4.1図によると、敷地におい

て、周辺の活断層から想定される

地震による揺れは、宇美断層、水

縄断層帯、雲仙断層群、厳原東方

沖断層群、宇久島北西沖断層群、

沖ノ島東方沖断層、ＦＴ Ｗ－３、Ｆ

Ｔ Ｗ－４、中通島西方沖断層群及び

ＦＴ Ｗ－１による地震を除き、建物

等に被害が発生 す るとされて い

 

7.5.4 地震の分類 

「7.5.2 敷地周辺の地震発生

状況」を踏まえ、「7.5.3 活断層

の分布状況」に示す敷地周辺の活

断層による地震も考慮の上、敷地

周辺における 主な 地震を以下 の

とおり分類する。 

 

7.5.4.1 内陸地殻内地震 

(1) 地震規模 

「7.3 地盤」及び「7.5.3 活

断層の分布状況」に基づき、想定

されるＭ、震央距離及び震度の関

係から、敷地に影響を及ぼす恐れ

のある主な活断層を、第7.5.4.1

表に示す活断層から選定する。第

7.5.4.1表に示した活断層による

地震について、震央距離を横軸、

Ｍを縦軸として、敷地における旧

気象庁震度階 級区 分も書き加 え

たものを第7.5.4.1図に示す。第

7.5.4.1図によると、敷地におい

て、周辺の活断層から想定される

地震による揺れは、宇美断層、水

縄断層帯、雲仙断層群、厳原東方

沖断層群、宇久島北西沖断層群、

沖ノ島東方沖断層、ＦＴ Ｗ－３、Ｆ

Ｔ Ｗ－４、中通島西方沖断層群及び

ＦＴ Ｗ－１による地震を除き、建物

等に被害が発 生す るとされて い
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

る 震 度５ 弱（ 1996年 以 前は 震度

Ⅴ）程度以上と推定される。 

なお、敷地周辺の活断層が敷地

に与える影響度の検討にあたり、

想定する地震の 断 層面の設定に

おいて、断層幅は、地質調査結果

に対して地震学 的 知見を加味し

て、敷地周辺における地震発生層

を考慮し、震源が地震発生層の上

端から下端まで 拡 がっているも

のと仮定する。 

また、「7.5.2.1 被害地震」を

踏まえると、敷地周辺で発生した

内陸地殻内地震 で 敷地への影響

が大きかったと 考 えられる地震

として、1700年壱岐・対馬の地震

（Ｍ7.0）及び2005年福岡県西方

沖地震（Ｍ7.0）がある。 

 

(2) 地震発生層 

地域地盤環境研究所 (2011)(11 )

では、臨時余震観測による余震分

布から得たＤ５％からＤ10％（そ

の値より震源深 さ が浅い地震数

が全体の５％か ら 10％になると

きの震源深さ）はＰ波速度5.5～

5.8km／ｓに対応し、地震発生層

の上端をより高 精 度に決定でき

る可能性があるとされている。ま

た、地震発生層の下端は気象庁一

元化震源のＤ95％（その値より震

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る 震 度５ 弱 （ 1996年 以 前は 震 度

Ⅴ）程度以上と推定される。 

なお、敷地周辺の活断層が敷地

に与える影響度の検討にあたり、

想定する地震の 断 層面の設定 に

おいて、断層幅は、地質調査結果

に対して地震学 的 知見を加味 し

て、敷地周辺における地震発生層

を考慮し、震源が地震発生層の上

端から下端まで 拡 がっている も

のと仮定する。 

また、「7.5.2.1 被害地震」を

踏まえると、敷地周辺で発生した

内陸地殻内地震 で 敷地への影 響

が大きかったと 考 えられる地 震

として、1700年壱岐・対馬の地震

（Ｍ7.0）及び2005年福岡県西方

沖地震（Ｍ7.0）がある。 

 

(2) 地震発生層 

地域地盤環境研究所 (2011)(11)

では、臨時余震観測による余震分

布から得たＤ５％からＤ10％（そ

の値より震源深 さ が浅い地震 数

が全体の５％か ら 10％になる と

きの震源深さ）はＰ波速度5.5～

5.8km／sに対応し、地震発生層の

上端をより高精 度 に決定でき る

可能性があると さ れている。 ま

た、地震発生層の下端は気象庁一

元化震源のＤ95％（その値より震

る震 度５ 弱 （ 1996年以 前は 震 度

Ⅴ）程度以上と推定される。 

なお、敷地周辺の活断層が敷地

に与える影響度の検討にあたり、

想定する地震 の断 層面の設定 に

おいて、断層幅は、地質調査結果

に対して地震 学的 知見を加味 し

て、敷地周辺における地震発生層

を考慮し、震源が地震発生層の上

端から下端ま で拡 がっている も

のと仮定する。 

また、「7.5.2.1 被害地震」を

踏まえると、敷地周辺で発生した

内陸地殻内地 震で 敷地への影 響

が大きかった と考 えられる地 震

として、1700年壱岐・対馬の地震

（Ｍ7.0）及び2005年福岡県西方

沖地震（Ｍ7.0）がある。 

 

(2) 地震発生層 

地域地盤環境研究所 (2011)(11 )

では、臨時余震観測による余震分

布から得たＤ５％からＤ10％（そ

の値より震源 深さ が浅い地震 数

が全体の５％ から 10％になる と

きの震源深さ）はＰ波速度5.5～

5.8km／sに対応し、地震発生層の

上端をより高 精度 に決定でき る

可能性がある とさ れている。 ま

た、地震発生層の下端は気象庁一

元化震源のＤ95％（その値より震
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

源 深 さ が 浅 い 地 震 数 が 全 体 の

95％になるときの震源深さ）によ

り定義できる可 能 性があるとさ

れている。 

地域地盤環境研究所 (2011)(11 )

に よ る 2005年 福 岡県 西 方沖 地震

の臨時余震観測 に よる余震分布

等 を 第 7.5.4.2 図 に 示 す 。 第

7.5.4.2 図 で は 、 Uehira et 

al.(2006) (12)による2005年福岡

県西方沖地震の 臨 時余震観測デ

ータに基づきＤ ５ ％が算出され

ており、その深 さ は約２ kmであ

り、Ｐ波速度Vpは5.5～6.0km／ｓ

に相当するとされている。 臨時

余震観測データ に 基づくＤ 95％

は、約12km程度とされている。 

2005年 福岡 県 西 方 沖 地 震の 震

源域から敷地周 辺 にかけての防

災科学技術研究 所 の地震ハザー

ドステーション（以下「J-SHIS」

という。）(13)による地震波速度構

造 を 第 7.5.4.3 図 に 示 す 。 第

7.5.4.3図によると、地震発生層

の上端深さに相 当 するＰ波速度

Vp=5.7km／ ｓ の 速 度 層 の 上 端 深

さは、2005年福岡県西方沖地震の

震源域では約２ kmに位置してい

る。一方、敷地周辺では、2005年

福岡県西方沖地 震 の震源域より

も深くなる傾向にあり、約３kmで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

源 深 さ が 浅 い 地 震 数 が 全 体 の

95％になるときの震源深さ）によ

り定義できる可 能 性があると さ

れている。 

地域地盤環境研究所 (2011)(11)

に よ る 2005年 福 岡県 西 方沖 地 震

の臨時余震観測 に よる余震分 布

等 を 第 7.5.4.2 図 に 示 す 。 第

7.5.4.2 図 で は 、 Uehira et 

al.(2006) (1 2)に よ る 2005年福 岡

県西方沖地震の 臨 時余震観測 デ

ータに基づきＤ ５ ％が算出さ れ

ており、その深 さ は約２ kmで あ

り、Ｐ波速度Vpは5.5～6.0km／ s

に相当するとされている。 臨時

余震観測データ に 基づくＤ 95％

は、約12km程度とされている。 

2005年 福 岡県 西 方 沖 地 震の 震

源域から敷地周 辺 にかけての 防

災科学技術研究 所 の地震ハザ ー

ドステーション（以下「J-SHIS」

という。）(13)による地震波速度構

造 を 第 7.5.4.3 図 に 示 す 。 第

7.5.4.3図によると、地震発生層

の上端深さに相 当 するＰ波速 度

Vp=5.7km／ sの速度層の上端深さ

は、2005年福岡県西方沖地震の震

源域では約２kmに位置している。

一方、敷地周辺では、2005年福岡

県西方沖地震の 震 源域よりも 深

くなる傾向にあ り 、約３ kmで あ

源 深 さ が 浅 い 地 震 数 が 全 体 の

95％になるときの震源深さ）によ

り定義できる 可能 性があると さ

れている。 

地域地盤環境研究所 (2011)(11 )

によ る 2005年 福 岡 県西 方沖 地 震

の臨時余震観 測に よる余震分 布

等 を 第 7.5.4.2 図 に 示 す 。 第

7.5.4.2 図 で は 、 Uehira et 

al.(2006) (1 2)に よ る 2005年 福 岡

県西方沖地震 の臨 時余震観測 デ

ータに基づき Ｄ５ ％が算出さ れ

ており、その 深さ は約２ kmで あ

り、Ｐ波速度Vpは5.5～ 6.0km／ s

に相当するとされている。 臨時

余震観測デー タに 基づくＤ 95％

は、約12km程度とされている。 

2005年 福 岡 県 西方 沖地 震 の 震

源域から敷地 周辺 にかけての 防

災科学技術研 究所 の地震ハザ ー

ドステーション（以下「J-SHIS」

という。）(13)による地震波速度構

造 を 第 7.5.4.3 図 に 示 す 。 第

7.5.4.3図によると、地震発生層

の上端深さに 相当 するＰ波速 度

Vp=5.7km／ sの速度層の上端深さ

は、2005年福岡県西方沖地震の震

源域では約２kmに位置している。

一方、敷地周辺では、2005年福岡

県西方沖地震 の震 源域よりも 深

くなる傾向に あり 、約３ kmで あ
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

ある。 

また、2005年福岡県西方沖地震

の震源域から敷 地 周辺にかけて

の微小地震の深 さ 方向の分布を

第7.5.4.4図に示す。第7.5.4.4図

によると、敷地周辺は、2005年福

岡県西方沖地震 の 震源域と比較

して、微小地震が発生する上端深

さは深い傾向にあり、J-SHIS(13)の

地震波速度構造 の 傾向と整合が

見られる。微小 地 震の下端深さ

は、2005年福岡県西方沖地震の震

源域と比較して 、 浅い傾向にあ

る。 

また、地震調査委員会(2007)(14 )

では、2005年福岡県西方沖地震に

関する強震動評価において、地震

発生層の上端深 さ 及び下端深さ

を そ れぞ れ３ km、 19kmと し てい

る。 

以上を踏まえて、地震発生層を

上端深さは３km、下端深さは20km

とし、地震発生層厚さを17kmと設

定する。 

 

7.5.4.2  プ レ ー ト 間 地 震 及 び 海

洋プレート内地震 

「7.5.2.1 被害地震」による

と、海洋プレート内地震として最

大規模のものは、1909年宮崎県西

部地震（Ｍ7.6）があるが、敷地に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

また、2005年福岡県西方沖地震

の震源域から敷 地 周辺にかけ て

の微小地震の深 さ 方向の分布 を

第7.5.4.4図に示す。第7.5.4.4図

によると、敷地周辺は、2005年福

岡県西方沖地震 の 震源域と比 較

して、微小地震が発生する上端深

さは深い傾向にあり、J-SHIS(13)の

地震波速度構造 の 傾向と整合 が

見られる。微小 地 震の下端深 さ

は、2005年福岡県西方沖地震の震

源域と比較して 、 浅い傾向に あ

る。 

また、地震調査委員会(2007)(14)

では、2005年福岡県西方沖地震に

関する強震動評価において、地震

発生層の上端深 さ 及び下端深 さ

を そ れぞ れ ３ km、 19kmと し て い

る。 

以上を踏まえて、地震発生層を

上端深さは３km、下端深さは20km

とし、地震発生層厚さを17kmと設

定する。 

 

7.5.4.2  プ レ ー ト 間 地 震 及 び 海

洋プレート内地震 

「7.5.2.1 被害地震」による

と、海洋プレート内地震として最

大規模のものは、1909年宮崎県西

部地震（Ｍ7.6）があるが、敷地に

る。 

また、2005年福岡県西方沖地震

の震源域から 敷地 周辺にかけ て

の微小地震の 深さ 方向の分布 を

第7.5.4.4図に示す。第7.5.4.4図

によると、敷地周辺は、2005年福

岡県西方沖地 震の 震源域と比 較

して、微小地震が発生する上端深

さは深い傾向にあり、J-SHIS(13 )の

地震波速度構 造の 傾向と整合 が

見られる。微 小地 震の下端深 さ

は、2005年福岡県西方沖地震の震

源域と比較し て、 浅い傾向に あ

る。 

また、地震調査委員会(2007)(14)

では、2005年福岡県西方沖地震に

関する強震動評価において、地震

発生層の上端 深さ 及び下端深 さ

をそ れぞ れ ３ km、 19kmとし て い

る。 

以上を踏まえて、地震発生層を

上端深さは３km、下端深さは20km

とし、地震発生層厚さを17kmと設

定する。 

 

7.5.4.2  プ レ ー ト 間 地 震 及 び 海

洋プレート内地震 

「7.5.2.1 被害地震」による

と、海洋プレート内地震として最

大規模のものは、1909年宮崎県西

部地震（Ｍ7.6）があるが、敷地に
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

おける揺れは、その発生位置から

敷地までの距離 が 十分に離れて

いるため、建物等に被害が発生す

るとされている震度５弱（1996年

以前は震度Ⅴ）程度以上とは推定

されず、敷地に大きな影響を与え

る地震ではない。 

また、1769年日向・豊後の地震

（Ｍ7 3/4±1/4）は、プレート間

地震又は海洋プ レ ート内地震と

考えられるが、敷地における揺れ

は、建物等に被害が発生するとさ

れている震度５ 弱 程度以上とは

推定されず、敷地に大きな影響を

与える地震ではない。 

 

7.5.4.3 その他の地震 

「7.5.2.1 被害地震」による

と、その他の地震として島原半島

周辺の火山性の地震があるが、そ

の発生位置から 敷 地までの距離

が十分に離れており、敷地に大き

な影響を与える地震ではない。 

  

7.5.5 敷地地盤の振動特性 

7.5.5.1  敷 地 及 び 敷 地 周 辺 の 地

盤構造 

敷地周辺の地質は、古生代～中

生代の変成岩類及び花崗岩類、古

第三紀～新第三紀の堆積岩類、新

第三紀～第四紀の火成岩類、第四

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おける揺れは、その発生位置から

敷地までの距離 が 十分に離れ て

いるため、建物等に被害が発生す

るとされている震度５弱（1996年

以前は震度Ⅴ）程度以上とは推定

されず、敷地に大きな影響を与え

る地震ではない。 

また、1769年日向・豊後の地震

（Ｍ7 3/4±1/4）は、プレート間

地震又は海洋プ レ ート内地震 と

考えられるが、敷地における揺れ

は、建物等に被害が発生するとさ

れている震度５ 弱 程度以上と は

推定されず、敷地に大きな影響を

与える地震ではない。 

 

7.5.4.3 その他の地震 

「7.5.2.1 被害地震」による

と、その他の地震として島原半島

周辺の火山性の地震があるが、そ

の発生位置から 敷 地までの距 離

が十分に離れており、敷地に大き

な影響を与える地震ではない。 

  

7.5.5 敷地地盤の振動特性 

7.5.5.1  敷 地 及 び 敷 地 周 辺 の 地

盤構造 

敷地周辺の地質は、古生代～中

生代の変成岩類及び花崗岩類、古

第三紀～新第三紀の堆積岩類、新

第三紀～第四紀の火成岩類、第四

おける揺れは、その発生位置から

敷地までの距 離が 十分に離れ て

いるため、建物等に被害が発生す

るとされている震度５弱（1996年

以前は震度Ⅴ）程度以上とは推定

されず、敷地に大きな影響を与え

る地震ではない。 

また、1769年日向・豊後の地震

（Ｍ7 3/4±1/4）は、プレート間

地震又は海洋 プレ ート内地震 と

考えられるが、敷地における揺れ

は、建物等に被害が発生するとさ

れている震度 ５弱 程度以上と は

推定されず、敷地に大きな影響を

与える地震ではない。 

 

7.5.4.3 その他の地震 

「7.5.2.1 被害地震」による

と、その他の地震として島原半島

周辺の火山性の地震があるが、そ

の発生位置か ら敷 地までの距 離

が十分に離れており、敷地に大き

な影響を与える地震ではない。 

  

7.5.5 敷地地盤の振動特性 

7.5.5.1  敷 地 及 び 敷 地 周 辺 の 地

盤構造 

敷地周辺の地質は、古生代～中

生代の変成岩類及び花崗岩類、古

第三紀～新第三紀の堆積岩類、新

第三紀～第四紀の火成岩類、第四

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17



玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

紀の段丘堆積物 と 沖積層等によ

って構成されている。また、敷地

近傍の地質は、下位より、古第三

紀漸新世の相浦層群、古第三紀漸

新世～新第三紀 前 期中新世の佐

世保層群、新第三紀鮮新世の東松

浦玄武岩類並び に 第四紀中期更

新世～後期更新 世 の段丘堆積物

及び第四紀完新 世 の沖積層から

なる。 

このうち佐世保層群は、標高20

ｍ程度以下に分布し、拡がりをも

って分布することが確認される。

 

7.5.5.2 解放基盤表面の設定 

「３. 地盤」に基づくと、原子

炉格納容器及び 原 子炉周辺建屋

基礎底版位置に お ける岩盤の弾

性波平均速度値は、Ｐ波で３号側

平 均 約 3.0km／ s、４ 号 側平 均約

2.9 km／s、Ｓ波で３号側平均約

1.3km／s、４号側平均約1.4 km／

sであり、良質の岩盤と考えられ

る。この岩盤は地質調査の結果、

相当の広範囲に わ たり基盤を構

成している。 

解放 基盤 表面 は、 Ｓ波 速度 が

0.7km／ s以 上 と なっ て いる こと

から、原子炉格納容器及び原子炉

周 辺 建 屋 基 礎 底 版 位 置 の EL.-

15.0mとして、地震動評価上、解放

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紀の段丘堆積物 と 沖積層等に よ

って構成されている。また、敷地

近傍の地質は、下位より、古第三

紀漸新世の相浦層群、古第三紀漸

新世～新第三紀 前 期中新世の 佐

世保層群、新第三紀鮮新世の東松

浦玄武岩類並び に 第四紀中期 更

新世～後期更新 世 の段丘堆積 物

及び第四紀完新 世 の沖積層か ら

なる。 

このうち佐世保層群は、標高20

ｍ程度以下に分布し、拡がりをも

って分布することが確認される。 

 

7.5.5.2 解放基盤表面の設定 

「３. 地盤」に基づくと、原子

炉格納容器及び 原 子炉周辺建 屋

基礎底版位置に お ける岩盤の 弾

性波平均速度値は、Ｐ波で３号側

平 均 約 3.0km／ s、４ 号 側平 均 約

2.9 km／s、Ｓ波で３号側平均約

1.3km／s、４号側平均約1.4 km／

sであり、良質の岩盤と考えられ

る。この岩盤は地質調査の結果、

相当の広範囲に わ たり基盤を 構

成している。 

解放 基盤 表面 は、 Ｓ波 速度 が

0.7km／ s以上 と なっ て いる こ と

から、原子炉格納容器及び原子炉

周 辺 建 屋 基 礎 底 版 位 置 の EL.-

15.0mとして、地震動評価上、解放

紀の段丘堆積 物と 沖積層等に よ

って構成されている。また、敷地

近傍の地質は、下位より、古第三

紀漸新世の相浦層群、古第三紀漸

新世～新第三 紀前 期中新世の 佐

世保層群、新第三紀鮮新世の東松

浦玄武岩類並 びに 第四紀中期 更

新世～後期更 新世 の段丘堆積 物

及び第四紀完 新世 の沖積層か ら

なる。 

このうち佐世保層群は、標高20

ｍ程度以下に分布し、拡がりをも

って分布することが確認される。

 

7.5.5.2 解放基盤表面の設定 

「３. 地盤」に基づくと、原子

炉格納容器及 び原 子炉周辺建 屋

基礎底版位置 にお ける岩盤の 弾

性波平均速度値は、Ｐ波で３号側

平均 約 3.0km／ s、 ４号 側平 均 約

2.9 km／s、Ｓ波で３号側平均約

1.3km／s、４号側平均約1.4 km／

sであり、良質の岩盤と考えられ

る。この岩盤は地質調査の結果、

相当の広範囲 にわ たり基盤を 構

成している。 

解放基盤表 面は 、 Ｓ波 速度 が

0.7km／ s以上 と な って いる こ と

から、原子炉格納容器及び原子炉

周 辺 建 屋 基 礎 底 版 位 置 の EL.-

15.0mとして、地震動評価上、解放

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18



玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

基盤表面におけ る Ｓ波速度は、

1.35km／sと設定する。 

 

7.5.5.3  地 震 観 測 及 び 微 動 ア レ

イ探査 

(1) 敷地内の地震観測 

敷地地盤における地震観測は、

第7.5.5.1図に示す観測点で観測

を実施している。主な観測地震の

諸元を第7.5.5.1表、震央分布を

第7.5.5.2図に示す。 

主 な 観 測 地 震 の 地 表 観 測 点

(EL.+11.0m)における応答スペク

ト ル を 第 7.5.5.3 図 に 示 す 。 第

7.5.5.3図によると、2005年福岡

県西方沖地震に お ける地震観測

記録の応答スペクトルが大きい。

 

 

2005年 福岡 県 西 方 沖 地 震の 本

震について、深度別の応答スペク

ト ル を 第 7.5.5.4 図 に 示 す 。 第

7.5.5.4図によると、岩盤内で応

答スペクトルの 著 しい増幅は見

られない。 

また、Ｍ5.0以上の地震により

敷地地盤で得ら れ た地震観測記

録 の 応 答 ス ペ ク ト ル の Noda et 

al.(2002)(15)による応答スペクト

ルに対する比を 到 来方向別に算

定 し た 結 果 を 第 7.5.5.5 図 に 示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基盤表面におけ る Ｓ波速度は 、

1.35km／sと設定する。 

 

7.5.5.3  地 震 観 測 及 び 微 動 ア レ

イ探査等 

(1) 敷地内の地震観測 

敷地地盤における地震観測は、

第7.5.5.1図に示す観測点で観測

を実施している。主な観測地震の

諸元を第7.5.5.1表、震央分布を

第7.5.5.2図に示す。 

主 な 観 測 地 震 の 地 表 観 測 点

(EL.+11.0m)における応答スペク

ト ル を 第 7.5.5.3 図 に 示 す 。 第

7.5.5.3図によると、2005年福岡

県西方沖地震の 本 震における 地

震観測記録の応 答 スペクトル が

大きい。 

 

2005年 福 岡県 西 方 沖 地 震の 本

震について、深度別の応答スペク

ト ル を 第 7.5.5.4 図 に 示 す 。 第

7.5.5.4図によると、岩盤内で応

答スペクトルの 著 しい増幅は 見

られない。 

また、Ｍ5.0以上の地震により

敷地地盤で得ら れ た地震観測 記

録 の 応 答 ス ペ ク ト ル の Noda et 

al.(2002)(15)による応答スペクト

ルに対する比を 到 来方向別に 算

定 し た 結 果 を 第 7.5.5.5 図 に 示

基盤表面にお ける Ｓ波速度は 、

1.35km／sと設定する。 

 

7.5.5.3  地 震 観 測 及 び 微 動 ア レ

イ探査等 

(1) 敷地内の地震観測 

敷地地盤における地震観測は、

第7.5.5.1図に示す観測点で観測

を実施している。主な観測地震の

諸元を第7.5.5.1表、震央分布を

第7.5.5.2図に示す。 

主 な 観 測 地 震 の 地 表 観 測 点

(EL.+11.0m)における応答スペク

ト ル を 第 7.5.5.3図 ～ 第 7.5.5.5

図 に 示 す 。 第 7.5.5.3 図 ～ 第

7.5.5.5図によると、2005年福岡

県西方沖地震 の本 震における 地

震観測記録の 応答 スペクトル が

大きい。 

2005年 福 岡 県 西方 沖地 震 の 本

震について、深度別の応答スペク

ト ル を 第 7.5.5.6 図 に 示 す 。 第

7.5.5.6図によると、岩盤内で応

答スペクトル の著 しい増幅は 見

られない。 

また、Ｍ5.0以上の地震により

敷地地盤で得 られ た地震観測 記

録 の 応 答 ス ペ ク ト ル の Noda et 

al.(2002)(15 )による応答スペクト

ルに対する比 を到 来方向別に 算

定 し た 結 果 を 第 7.5.5.7 図 に 示

 

 

 

・ (B-6)既許可以降に取

得 し た 地 震 観 測 記 録

等の反映 

 

 

 

 

 

 

 

・ (B-6)既許可以降に取

得 し た 地 震 観 測 記 録

等の反映 

 

 

 

 

 

・ (B-6)既許可以降に取

得 し た 地 震 観 測 記 録

等の反映 
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

す。第7.5.5.5図から、地震の到来

方向による特異 な 地盤増幅の傾

向は見られない。 

 

(2) 微動アレイ探査 

地下 構造 の把 握の ため 敷地 で

実施した微動ア レ イ探査の観測

点及び推定され た 地盤のせん断

波 速 度 構 造 を 第 7.5.5.6 図 に 示

す。第7.5.5.6図によると、せん断

波速度は、地表から深くなるにつ

れて大きくなる傾向が見られる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.5.4 地下構造モデル 

断層 モデ ルを 用い た手 法に よ

る地震動評価のうち、長周期帯に

おける理論的手 法 による評価に

用いる解放基盤 表 面以深の地下

構造モデルは、３号炉及び４号炉

における試掘坑 内 弾性波試験並

びにボーリング 孔 による PS検層

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。第7.5.5.5図から、地震の到来

方向による特異 な 地盤増幅の 傾

向は見られない。 

 

(2) 微動アレイ探査 

地下 構造 の把 握の ため 敷地 で

実施した微動ア レ イ探査の観 測

点及び推定され た 地盤のせん 断

波 速 度 構 造 を 第 7.5.5.6 図 に 示

す。第7.5.5.6図によると、せん断

波速度は、地表から深くなるにつ

れて大きくなる傾向が見られる。 

  

(3)ボ ー リ ン グ 孔 内 減 衰 測 定 及 び

PS検層  

敷地地盤において、EL.-200mま

でのボーリング孔（QG-1～QG-3）

を用いて地盤減衰（Q値）の測定を

実施した。ボーリング孔内減衰測

定に先立ち、PS検層を実施した。

得られた地盤減衰（Q値）及び速度

構造を第7.5.5.2表に示す。 

 

7.5.5.4 地下構造モデル 

地震 動評 価に 用い る地 下構 造

モデルの速度構造は、解放基盤表

面EL.-15mから EL.-200mまでは試

掘坑内弾性波試 験 の調査結果 及

び「３. 地盤」のPS検層結果に基

づき設定する。また、EL.-200m以

深は地震調査委員会 (2007)(14)及

す。第7.5.5.7図から、地震の到来

方向による特 異な 地盤増幅の 傾

向は見られない。 

 

(2) 微動アレイ探査 

地下構造の 把握 の ため 敷地 で

実施した微動 アレ イ探査の観 測

点及び推定さ れた 地盤のせん 断

波 速 度 構 造 を 第 7.5.5.8 図 に 示

す。第7.5.5.8図によると、せん断

波速度は、地表から深くなるにつ

れて大きくなる傾向が見られる。

  

(3)ボ ー リ ン グ 孔 内 減 衰 測 定 及 び

PS検層  

敷地地盤において、EL.-200mま

でのボーリング孔（QG-1～QG-3）

を用いて地盤減衰（Ｑ値）の測定

を実施した。ボーリング孔内減衰

測定に先立ち 、 PS検層を実施 し

た。得られた地盤減衰（Ｑ値）及

び 速 度 構 造 を 第 7.5.5.2 表 に 示

す。 

7.5.5.4 地下構造モデル 

地震動評価 に用 い る地 下構 造

モデルの速度構造は、解放基盤表

面EL.-15mから EL.-200mまでは試

掘坑内弾性波 試験 の調査結果 及

び「３. 地盤」のPS検層結果に基

づき設定する。また、EL.-200m以

深は地震調査委員会(2007)(14)及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ (B-6)既許可以降に取

得 し た 地 震 観 測 記 録

等の反映 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

・ (B-2)標準応答スペク

ト ル を 考 慮 し た 地 震

動 に 用 い る 地 下 構 造

モ デ ル に 関 す る 記 載

の変更・充実 

・ (C-5)わかりやすさ向

上の観点から、構成を
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

結果、地震調査委員会(2007)(14 )及

び地震調査委員会 (2003)(16)を参

考に設定する。設定した地下構造

モデルを第7.5.5.2表に示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

び地震調査委員会 (2003)(16)に基

づき設定する。 

密度は、岩石試験結果及び地震

調査委員会（2003）(16) に基づき

設定する。 

地盤減衰（Q値）は、解放基盤表

面 EL.-15mか ら EL.-90mま で は 鉛

直アレイの地震 観 測記録の伝 達

関数を対象とし た 逆解析によ る

同定結果等に基づき、不確かさを

考慮して設定する。EL.-90mから

EL.-200mま で は ボ ー リ ン グ 孔 内

減衰測定結果等に基づき、不確か

さを考慮して設 定 する。また 、

EL.-200m以深は慣用値（Vs/15～

10）に基づき設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定 した 地下 構造 モデ ルに つ

いて、鉛直アレイの地震観測記録

び地震調査委員会 (2003)(16)に基

づき設定する。 

密度は、岩石試験結果及び地震

調査委員会（2003）(16) に基づき

設定する。 

地盤減衰（Ｑ値）は、解放基盤

表面EL.-15mからEL.-90mまでは、

第7.5.5.1表に示す地震の鉛直ア

レイの地震観測記録を用いて、不

確かさを考慮して、伝達関数（周

波数依存型及びバイリニア型）に

よる同定及び 地震 波干渉法に よ

る推定の複数 の手 法で検討を 実

施する。地盤減衰（Ｑ値）の検討

結果を第7.5.5.9図に示す。これ

らの多面的な 検討 により得ら れ

た地盤減衰（Ｑ値）に対して保守

的にQ=12.5と設定する。EL.-90m

から EL.-200mまでは、 EL.-90m以

浅と比較して、Ｓ波速度に大きな

差異が見られず、ボーリング孔内

減衰測定結果の地盤減衰（Ｑ値）

が同等であることから、Q=12.5と

した上で、この範囲では地震観測

記録が得られていないことから、

さら に 保 守 的 に Q=16.7と 設 定 す

る。EL.-200m以深はＳ波速度を用

いた慣用値（Vs/15～Vs/10）に基

づき設定する。 

設定した地 下構 造 モデ ルを 第

7.5.5.3表に示す。設定した地下

見直し・記載の充実を

図った箇所 

        

 

 

 

 

・ (B-2)標準応答スペク

ト ル を 考 慮 し た 地 震

動 に 用 い る 地 下 構 造

モ デ ル に 関 す る 記 載

の変更・充実（EL.-15m

～ EL.-90mの地盤減衰

(Ｑ 値 )設 定 の 記 載 充

実、図の追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

・ (B-2)標準応答スペク

ト ル を 考 慮 し た 地 震
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.6 基準地震動 

基準地震動は、「敷地ごとに震

源を特定して策定する地震動」及

び「震源を特定せず策定する地震

動」について、解放基盤表面にお

ける水平方向及 び 鉛直方向の地

震動としてそれぞれ策定する。 

また、基準地震動の策定に及ぼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.6 基準地震動 

 

 

 

 

 

 

 

の応答スペクト ル 及びボーリ ン

グ孔内減衰測定 結 果等による 理

論伝達関数によ り 妥当性を確 認

した。設定した地下構造モデルを

第7.5.5.3表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.6 基準地震動 

基準地震動は、「敷地ごとに震

源を特定して策定する地震動」及

び「震源を特定せず策定する地震

動」について、解放基盤表面にお

ける水平方向及 び 鉛直方向の 地

震動としてそれぞれ策定する。 

また、基準地震動の策定に及ぼ

構造モデルについて、第7.5.5.1

表に示す地震 の鉛 直アレイの 地

震観測記録と 設定 した地下構 造

モデルの応答 波の 応答スペク ト

ルを比較し、設定した地下構造モ

デルの応答波 の応 答スペクト ル

が地震観測記 録の 応答スペク ト

ルと同等もし くは 上回ること を

全周期帯で確認した。また、設定

した地下構造 モデ ルによる理 論

伝達関数と第7.5.5.2表に示すボ

ーリング孔内 減衰 測定結果等 に

より得られた地盤減衰（Ｑ値）及

び速度構造に よる 理論伝達関 数

を比較し、設定した地下構造モデ

ルによる理論 伝達 関数がボー リ

ング孔内減衰 測定 結果等によ る

理論伝達関数 と同 等もしくは 上

回ることを全周期帯で確認した。

以上より、設定した地下構造モ

デルが妥当で ある ことを確認 し

た。 

 

7.5.6 基準地震動 

基準地震動は、「敷地ごとに震

源を特定して策定する地震動」及

び「震源を特定せず策定する地震

動」について、解放基盤表面にお

ける水平方向 及び 鉛直方向の 地

震動としてそれぞれ策定する。 

また、基準地震動の策定に及ぼ

動 に 用 い る 地 下 構 造

モ デ ル に 関 す る 記 載

の変更・充実 
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

す影響が大きい と 考えられる不

確かさを考慮する。 

 

7.5.6.1  敷 地 ご と に 震 源 を 特 定

して策定する地震動 

(1) 検討用地震の選定 

「7.5.4 地震の分類」を踏ま

え、地震発生様式ごとに、敷地に

特に大きな影響 を 及ぼすと想定

さ れ る 地 震 を Noda et 

al.(2002)(15)の方法により算定し

た応答スペクトルを基に評価し、

検討用地震として選定する。 

なお、プレート間地震、海洋プ

レート内地震及 び その他の地震

は、敷地へ及ぼす影響が小さいた

め、検討用地震は、内陸地殻内地

震から選定する。 

1700年 壱岐 ・ 対 馬 の 地 震（ Ｍ

7.0）、2005年福岡県西方沖地震

（Ｍ7.0）及び敷地周辺の主な活

断 層 に よ る 地 震 の 諸 元 を 第

7.5.6.1表、応答スペクトルを第

7.5.6.1図に示す。第7.5.6.1図よ

り、検討用地震として、「竹木場

断層による地震」及び「城山南断

層による地震」を選定する。 

 

(2) 検討用地震の地震動評価 

検討用地震による地震動は、応

答スペクトルに 基 づく地震動評

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す影響が大きい と 考えられる 不

確かさを考慮する。 

 

7.5.6.1  敷 地 ご と に 震 源 を 特 定

して策定する地震動 

(1) 検討用地震の選定 

「7.5.4 地震の分類」を踏ま

え、地震発生様式ごとに、敷地に

特に大きな影響 を 及ぼすと想 定

さ れ る 地 震 を Noda et al. 

(2002)(15)の方法により算定した

応答スペクトルを基に評価し、検

討用地震として選定する。 

なお、プレート間地震、海洋プ

レート内地震及 び その他の地 震

は、敷地へ及ぼす影響が小さいた

め、検討用地震は、内陸地殻内地

震から選定する。 

1700年 壱 岐・ 対 馬 の 地 震（ Ｍ

7.0）、2005年福岡県西方沖地震

（Ｍ7.0）及び敷地周辺の主な活

断 層 に よ る 地 震 の 諸 元 を 第

7.5.6.1表、応答スペクトルを第

7.5.6.1図に示す。第7.5.6.1図よ

り、検討用地震として、「竹木場

断層による地震」及び「城山南断

層による地震」を選定する。 

 

(2) 検討用地震の地震動評価 

検討用地震による地震動は、応

答スペクトルに 基 づく地震動 評

す影響が大き いと 考えられる 不

確かさを考慮する。 

 

7.5.6.1  敷 地 ご と に 震 源 を 特 定

して策定する地震動 

(1) 検討用地震の選定 

「7.5.4 地震の分類」を踏ま

え、地震発生様式ごとに、敷地に

特に大きな影 響を 及ぼすと想 定

さ れ る 地 震 を Noda et al.

(2002)(15)の方法により算定した

応答スペクトルを基に評価し、検

討用地震として選定する。 

なお、プレート間地震、海洋プ

レート内地震 及び その他の地 震

は、敷地へ及ぼす影響が小さいた

め、検討用地震は、内陸地殻内地

震から選定する。 

1700年 壱 岐 ・ 対馬 の地 震 （ Ｍ

7.0）、2005年福岡県西方沖地震

（Ｍ7.0）及び敷地周辺の主な活

断 層 に よ る 地 震 の 諸 元 を 第

7.5.6.1表、応答スペクトルを第

7.5.6.1図に示す。第7.5.6.1図よ

り、検討用地震として、「竹木場

断層による地震」及び「城山南断

層による地震」を選定する。 

 

(2) 検討用地震の地震動評価 

検討用地震による地震動は、応

答スペクトル に基 づく地震動 評
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

価及び断層モデ ル を用いた手法

による地震動評価を行う。 

応答 スペ クト ルに 基づ く地 震

動評価は、Noda et al.(2002)(15 )

の 方 法 を 用 い る 。 Noda et 

al.(2002)(15)の方法は、岩盤にお

ける地震観測記 録 に基づいて提

案された距離減衰式で、解放基盤

表面における水 平 方向及び鉛直

方向の地震動の 応 答スペクトル

を予測することができ、敷地にお

ける地震観測記 録 に基づいて補

正することにより、地震の分類に

従った震源特性、伝播特性及び敷

地地盤の特性を 的 確に把握する

ことが可能である。 

断層 モデ ルを 用い た手 法に よ

る地震動評価については、要素地

震として適切な 地 震観測記録が

敷地で得られているため、経験的

グリーン関数法 及 び経験的グリ

ーン関数法と理 論 的方法による

ハイブリッド合成法を用いる。 

 

a. 基本震源モデルの設定 

基本 震源 モデ ルの 設定 にあ た

り、敷地地盤で得られた地震観測

記録を用いて地 域 性の検討を実

施する。 

敷 地地 盤 で 得 られ た 2005年 福

岡県西方沖地震 の 地震観測記録

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

価及び断層モデ ル を用いた手 法

による地震動評価を行う。 

応答 スペ クト ルに 基づ く地 震

動評価は、Noda et al.(2002)(15)

の 方 法 を 用 い る 。 Noda et 

al.(2002)(15)の方法は、岩盤にお

ける地震観測記 録 に基づいて 提

案された距離減衰式で、解放基盤

表面における水 平 方向及び鉛 直

方向の地震動の 応 答スペクト ル

を予測することができ、敷地にお

ける地震観測記 録 に基づいて 補

正することにより、地震の分類に

従った震源特性、伝播特性及び敷

地地盤の特性を 的 確に把握す る

ことが可能である。 

断層 モデ ルを 用い た手 法に よ

る地震動評価については、要素地

震として適切な 地 震観測記録 が

敷地で得られているため、経験的

グリーン関数法 及 び経験的グ リ

ーン関数法と理 論 的方法によ る

ハイブリッド合成法を用いる。 

 

a. 基本震源モデルの設定 

基本 震源 モデ ルの 設定 にあ た

り、敷地地盤で得られた地震観測

記録を用いて地 域 性の検討を 実

施する。 

敷 地地 盤 で 得 られ た 2005年 福

岡県西方沖地震 の 地震観測記 録

価及び断層モ デル を用いた手 法

による地震動評価を行う。 

応答スペク トル に 基づ く地 震

動評価は、Noda et al.(2002)(15 )

の 方 法 を 用 い る 。 Noda et 

al.(2002)(15 )の方法は、岩盤にお

ける地震観測 記録 に基づいて 提

案された距離減衰式で、解放基盤

表面における 水平 方向及び鉛 直

方向の地震動 の応 答スペクト ル

を予測することができ、敷地にお

ける地震観測 記録 に基づいて 補

正することにより、地震の分類に

従った震源特性、伝播特性及び敷

地地盤の特性 を的 確に把握す る

ことが可能である。 

断層モデル を用 い た手 法に よ

る地震動評価については、要素地

震として適切 な地 震観測記録 が

敷地で得られているため、経験的

グリーン関数 法及 び経験的グ リ

ーン関数法と 理論 的方法によ る

ハイブリッド合成法を用いる。 

 

a. 基本震源モデルの設定 

基本震源モ デル の 設定 にあ た

り、敷地地盤で得られた地震観測

記録を用いて 地域 性の検討を 実

施する。 

敷 地 地盤 で得 ら れ た 2005年 福

岡県西方沖地 震の 地震観測記 録
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

を評価するために、地震調査委員

会(2007)（ 14）を踏まえ、地震調査

委 員 会 (2009)・ 地 震調 査 委 員 会

（2016）(17)による強震動予測手法

(以下「強震動予測レシピ」とい

う。)に基づいて、主な断層パラメ

ータを設定し、特性化震源モデル

を作成する。主な断層パラメータ

を第7.5.6.2表、地震動評価に用

いる震源モデルを第7.5.6.2図に

示す。また、敷地地盤で得られた

2005年 福岡 県 西 方沖 地 震の 地震

観測記録と地震 動 評価結果の比

較 を 第 7.5.6.3 図 に 示 す 。 第

7.5.6.3図より、敷地地盤で得ら

れた地震観測記 録 をおおむね再

現できることが確認できる。 

「竹木場断層による地震」及び

「城山南断層による地震」につい

て、基本とする地震の断層パラメ

ータの設定根拠を第7.5.6.3表、

断層パラメータを第7.5.6.4表及

び第7.5.6.5表、基本震源モデル

を 第 7.5.6.4図 及 び 第 7.5.6.5図

に示す。ここで、断層パラメータ

は、2005年福岡県西方沖地震の地

震観測記録を用 い た検討を踏ま

え、強震動予測レシピ(17)に基づき

設定する。アスペリティ位置は、

地質調査結果に基づき設定し、破

壊開始点は、破壊の進行方向が敷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を評価するために、地震調査委員

会(2007)（ 14）を踏まえ、地震調査

委 員 会 (2009)・ 地 震調 査委 員 会

（2016）(17)による強震動予測手法

(以下「強震動予測レシピ」とい

う。)に基づいて、主な断層パラメ

ータを設定し、特性化震源モデル

を作成する。主な断層パラメータ

を第7.5.6.2表、地震動評価に用

いる震源モデルを第7.5.6.2図に

示す。また、敷地地盤で得られた

2005年 福 岡県 西 方沖 地 震の 地 震

観測記録と地震 動 評価結果の 比

較 を 第 7.5.6.3 図 に 示 す 。 第

7.5.6.3図より、敷地地盤で得ら

れた地震観測記 録 をおおむね 再

現できることが確認できる。 

「竹木場断層による地震」及び

「城山南断層による地震」につい

て、基本とする地震の断層パラメ

ータの設定根拠を第7.5.6.3表、

断層パラメータを第7.5.6.4表及

び第7.5.6.5表、基本震源モデル

を 第 7.5.6.4図 及 び 第 7.5.6.5図

に示す。ここで、断層パラメータ

は、2005年福岡県西方沖地震の地

震観測記録を用 い た検討を踏 ま

え、強震動予測レシピ(17)に基づき

設定する。アスペリティ位置は、

地質調査結果に基づき設定し、破

壊開始点は、破壊の進行方向が敷

を評価するために、地震調査委員

会(2007)（ 14）を踏まえ、地震調査

委員 会 (2009)・ 地 震 調 査 委 員 会

（2016）(17)による強震動予測手法

(以下「強震動予測レシピ」とい

う。)に基づいて、主な断層パラメ

ータを設定し、特性化震源モデル

を作成する。主な断層パラメータ

を第7.5.6.2表、地震動評価に用

いる震源モデルを第7.5.6.2図に

示す。また、敷地地盤で得られた

2005年 福 岡県 西 方 沖地 震の 地 震

観測記録と地 震動 評価結果の 比

較 を 第 7.5.6.3 図 に 示 す 。 第

7.5.6.3図より、敷地地盤で得ら

れた地震観測 記録 をおおむね 再

現できることが確認できる。 

「竹木場断層による地震」及び

「城山南断層による地震」につい

て、基本とする地震の断層パラメ

ータの設定根拠を第7.5.6.3表、

断層パラメータを第7.5.6.4表及

び第7.5.6.5表、基本震源モデル

を 第 7.5.6.4図 及 び 第 7.5.6.5図

に示す。ここで、断層パラメータ

は、2005年福岡県西方沖地震の地

震観測記録を 用い た検討を踏 ま

え、強震動予測レシピ(17)に基づき

設定する。アスペリティ位置は、

地質調査結果に基づき設定し、破

壊開始点は、破壊の進行方向が敷
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

地に向かう方向となるように、断

層下端に設定する。 

また、応答スペクトルに基づく

地震動評価で用 い る検討用地震

の諸元を第7.5.6.6表に示す。 

 

b. 不確かさを考慮するパラメー

タの選定 

検討用地震について、基準地震

動の策定過程に お ける不確かさ

を考慮した場合 の 地震動評価を

行 う 。 考 慮 す る 不 確 か さ を 第

7.5.6.7表に示す。 

応力降下量の不確かさは、2007

年新潟県中越沖地震（Ｍ6.8）の知

見を踏まえ、強震動予測レシピ(17)

の 1.5倍の値を考慮して、地震動

評価を行う。 

断層傾斜角の不確かさは、断層

傾斜角を60度とし、地震動評価を

行う。 

断層 長さ 及び 震源 断層 の拡 が

りの不確かさは、Stirling et al. 

(2002)(21)の知見に基づき、断層長

さを20kmとし、震源断層面につい

ても地表トレー ス を含む範囲内

で敷地に近づく方向に設定して、

地震動評価を行う。 

また、アスペリティの位置の不

確かさとしては、敷地に最も近い

位置とし、破壊開始点の不確かさ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地に向かう方向となるように、断

層下端に設定する。 

また、応答スペクトルに基づく

地震動評価で用 い る検討用地 震

の諸元を第7.5.6.6表に示す。 

 

b. 不確かさを考慮するパラメー

タの選定 

検討用地震について、基準地震

動の策定過程に お ける不確か さ

を考慮した場合 の 地震動評価 を

行 う 。 考 慮 す る 不 確 か さ を 第

7.5.6.7表に示す。 

応力降下量の不確かさは、2007

年新潟県中越沖地震（Ｍ6.8）の

知見を踏まえ、強震動予測レシピ

(17)の1.5倍の値を考慮して、地震

動評価を行う。 

断層傾斜角の不確かさは、断層

傾斜角を60度とし、地震動評価を

行う。 

断層 長さ 及び 震源 断層 の拡 が

りの不確かさは、Stirling et al. 

(2002)(21)の知見に基づき、断層長

さを20kmとし、震源断層面につい

ても地表トレー ス を含む範囲 内

で敷地に近づく方向に設定して、

地震動評価を行う。 

また、アスペリティの位置の不

確かさとしては、敷地に最も近い

位置とし、破壊開始点の不確かさ

地に向かう方向となるように、断

層下端に設定する。 

また、応答スペクトルに基づく

地震動評価で 用い る検討用地 震

の諸元を第7.5.6.6表に示す。 

 

b. 不確かさを考慮するパラメー

タの選定 

検討用地震について、基準地震

動の策定過程 にお ける不確か さ

を考慮した場 合の 地震動評価 を

行 う 。 考 慮 す る 不 確 か さ を 第

7.5.6.7表に示す。 

応力降下量の不確かさは、2007

年新潟県中越沖地震（Ｍ6.8）の

知見を踏まえ、強震動予測レシピ

(17)の1.5倍の値を考慮して、地震

動評価を行う。 

断層傾斜角の不確かさは、断層

傾斜角を60度とし、地震動評価を

行う。 

断層長さ及 び震 源 断層 の拡 が

りの不確かさは、Stirling et al.

(2002)(21)の知見に基づき、断層長

さを20kmとし、震源断層面につい

ても地表トレ ース を含む範囲 内

で敷地に近づく方向に設定して、

地震動評価を行う。 

また、アスペリティの位置の不

確かさとしては、敷地に最も近い

位置とし、破壊開始点の不確かさ
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

は、敷地への影 響 の程度を考慮

し、アスペリティの破壊が敷地に

向かう方向とな る 複数ケースを

選定し、地震動評価を行う。 

不確 かさ を考 慮し た地 震動 評

価検討ケースを第7.5.6.8表及び

第7.5.6.9表、断層パラメータを

第7.5.6.10表～第7.5.6.15表、震

源 モ デ ル を 第 7.5.6.6 図 ～ 第

7.5.6.11図に示す。 

また、応答スペクトルに基づく

地震動評価に用 い る不確かさを

考慮した検討用 地 震の諸元を第

7.5.6.16表に示す。 

 

c. 応答スペクトルに基づく地震

動評価 

Noda et al.(2002)(15)を用い、

応答スペクトル に 基づく地震動

評価を行うにあたり、「7.5.5.3

地 震 観 測 及 び 微 動 ア レ イ 探 査

(1)敷地内の地震観測」に示す敷

地における地震 観 測記録の応答

ス ペ ク ト ル と Noda et 

al.(2002)(15)の方法に基づく応答

ス ペ ク ト ル の 比 及 び Noda et 

al.(2002)(15)による内陸地殻内地

震 の 補 正 係 数 を 第 7.5.6.12図 に

示す。第7.5.6.12図より、地震観

測 記 録の 応答 ス ペ クト ルと Noda 

et al.(2002)(15)から求まる応答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、敷地への影 響 の程度を考 慮

し、アスペリティの破壊が敷地に

向かう方向とな る 複数ケース を

選定し、地震動評価を行う。 

不確 かさ を考 慮し た地 震動 評

価検討ケースを第7.5.6.8表及び

第7.5.6.9表、断層パラメータを

第7.5.6.10表～第7.5.6.15表、震

源 モ デ ル を 第 7.5.6.6 図 ～ 第

7.5.6.11図に示す。 

また、応答スペクトルに基づく

地震動評価に用 い る不確かさ を

考慮した検討用 地 震の諸元を 第

7.5.6.16表に示す。 

 

c. 応答スペクトルに基づく地震

動評価 

Noda et al.(2002)(15)を用い、

応答スペクトル に 基づく地震 動

評価を行うにあたり、「7.5.5.3 

地震観測及び微 動 アレイ探査 等 

(1)敷地内の地震観測」に示す敷

地における地震 観 測記録の応 答

ス ペ ク ト ル と Noda et 

al.(2002)(15)の方法に基づく応答

ス ペ ク ト ル の 比 及 び Noda et 

al.(2002)(15)による内陸地殻内地

震 の 補 正 係 数 を 第 7.5.6.12図 に

示す。第7.5.6.12図より、地震観

測 記 録の 応 答ス ペ クト ルと Noda 

et al.(2002)(15)から求まる応答

は、敷地への 影響 の程度を考 慮

し、アスペリティの破壊が敷地に

向かう方向と なる 複数ケース を

選定し、地震動評価を行う。 

不確かさを 考慮 し た地 震動 評

価検討ケースを第7.5.6.8表及び

第7.5.6.9表、断層パラメータを

第7.5.6.10表～第7.5.6.15表、震

源 モ デ ル を 第 7.5.6.6 図 ～ 第

7.5.6.11図に示す。 

また、応答スペクトルに基づく

地震動評価に 用い る不確かさ を

考慮した検討 用地 震の諸元を 第

7.5.6.16表に示す。 

 

c. 応答スペクトルに基づく地震

動評価 

Noda et al.(2002)(15)を用い、

応答スペクト ルに 基づく地震 動

評価を行うにあたり、「7.5.5.3

地震観測及び 微動 アレイ探査 等

(1)敷地内の地震観測」に示す敷

地における地 震観 測記録の応 答

ス ペ ク ト ル と Noda et 

al.(2002)(15 )の方法に基づく応答

ス ペ ク ト ル の 比 及 び Noda et 

al.(2002)(15 )による内陸地殻内地

震 の 補 正 係 数 を 第 7.5.6.12図 に

示す。第7.5.6.12図より、地震観

測記録の応答スペクトルと Noda 

et al.(2002)(15)から求まる応答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

・ (B-6)既許可以降に取

得 し た 地 震 観 測 記 録

等の反映 
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

スペクトルの比は、内陸地殻内地

震の補正係数を 長 周期領域で上

回っているが、おおむね全周期帯

で1.0を下回る傾向となる。 

なお、Noda et al.(2002)(15)に

よる内陸地殻内 地 震の補正係数

及び地震観測記 録 による補正係

数は、地震動評価上適用しないも

のとする。 

 

d. 断層モデルを用いた手法によ

る地震動評価 

断層 モデ ルを 用い た手 法に よ

る地震動評価は、福岡県西方沖地

震 の 余震 （ 2005年３ 月 22日 、Ｍ

5.4）の地震観測記録を要素地震

としたDan et al.(1989)(22)に基

づく経験的グリ ー ン関数法によ

る評価、短周期帯に経験的グリー

ン 関 数 法 及 び 長 周 期 帯 に

Hisada(1994)(23)に 基 づ く 理 論 的

方法を用いたハ イ ブリッド合成

法による評価を行う。要素地震の

諸元を第7.5.6.17表、要素地震の

震央位置を第7.5.6.13図に示す。

検討用地震について、応答スペ

クトルに基づく 地 震動評価及び

断層モデルを用 い た手法による

地震動評価によ り 算定した応答

ス ペ ク ト ル を 第 7.5.6.14図 ～ 第

7.5.6.29図にそれぞれ示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スペクトルの比は、内陸地殻内地

震の補正係数を 長 周期領域で 上

回っているが、おおむね全周期帯

で1.0を下回る傾向となる。 

なお、Noda et al.(2002)(15)に

よる内陸地殻内 地 震の補正係 数

及び地震観測記 録 による補正 係

数は、地震動評価上適用しないも

のとする。 

 

d. 断層モデルを用いた手法によ

る地震動評価 

断層 モデ ルを 用い た手 法に よ

る地震動評価は、福岡県西方沖地

震 の 余震 （ 2005年３ 月 22日 、 Ｍ

5.4）の地震観測記録を要素地震

としたDan et al.(1989)(22)に基

づく経験的グリ ー ン関数法に よ

る評価、短周期帯に経験的グリー

ン 関 数 法 及 び 長 周 期 帯 に

Hisada(1994)(23)に 基 づ く 理 論 的

方法を用いたハ イ ブリッド合 成

法による評価を行う。要素地震の

諸元を第7.5.6.17表、要素地震の

震央位置を第7.5.6.13図に示す。 

検討用地震について、応答スペ

クトルに基づく 地 震動評価及 び

断層モデルを用 い た手法によ る

地震動評価によ り 算定した応 答

ス ペ ク ト ル を 第 7.5.6.14図 ～ 第

7.5.6.29図にそれぞれ示す。 

スペクトルの比は、内陸地殻内地

震の補正係数 を長 周期領域で 上

回っているが、おおむね全周期帯

で1.0を下回る傾向となる。 

なお、Noda et al.(2002)(15)に

よる内陸地殻 内地 震の補正係 数

及び地震観測 記録 による補正 係

数は、地震動評価上適用しないも

のとする。 

 

d. 断層モデルを用いた手法によ

る地震動評価 

断層モデル を用 い た手 法に よ

る地震動評価は、福岡県西方沖地

震の 余震 （ 2005年 ３月 22日 、 Ｍ

5.4）の地震観測記録を要素地震

としたDan et al.(1989)(22)に基

づく経験的グ リー ン関数法に よ

る評価、短周期帯に経験的グリー

ン 関 数 法 及 び 長 周 期 帯 に

Hisada(1994)(23)に 基 づ く 理 論 的

方法を用いた ハイ ブリッド合 成

法による評価を行う。要素地震の

諸元を第7.5.6.17表、要素地震の

震央位置を第7.5.6.13図に示す。

検討用地震について、応答スペ

クトルに基づ く地 震動評価及 び

断層モデルを 用い た手法によ る

地震動評価に より 算定した応 答

ス ペ ク ト ル を 第 7.5.6.14図 ～ 第

7.5.6.29図にそれぞれ示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ (B-5)既許可の地下構

造 モ デ ル の 見 直 し に

伴う変更 
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

 

7.5.6.2  震 源 を 特 定 せ ず 策 定 す

る地震動 

(1) 評価方針 

敷地 周辺 の状 況等 を十 分考 慮

した詳細な調査を実施しても、な

お敷地近傍にお い て発生する可

能性のある内陸 地 殻内地震の全

てを事前に評価 し うるとは言い

切れないとの観点から、「震源を

特定せず策定する地震動」を評価

する。「震源を特定せず策定する

地震動」は、震源と活断層を関連

付けることが困 難 な過去の内陸

地殻内地震につ い て得られた震

源近傍における 地 震観測記録を

収集し、これらを基に敷地の地盤

物性を加味した 応 答スペクトル

を設定する。 

 

 

 

(2) 既往の知見 

加藤ほか(2004)(25)は、内陸地殻

内地震を対象として、詳細な地質

学的調査によっ て も震源位置と

地震規模を予め 特 定できない地

震（以下「震源を事前に特定でき

ない地震」という。）による震源

近傍の硬質地盤 上 における強震

記録を用いて、震源を事前に特定

 

7.5.6.2  震 源 を 特 定 せ ず 策 定 す

る地震動 

(1) 評価方針 

敷地 周辺 の状況等を十分考慮

した詳細な調査を実施しても、な

お敷地近傍にお い て発生する 可

能性のある内陸 地 殻内地震の 全

てを事前に評価 し うるとは言 い

切れないとの観点から、「震源を

特定せず策定する地震動」を評価

する。「震源を特定せず策定する

地震動」は、「地域性を考慮する

地震動」及び「全国共通に考慮す

べき地震動」について検討し、震

源と活断層を関 連 付けること が

困難な過去の内 陸 地殻内地震 に

ついて得られた 震 源近傍にお け

る地震観測記録を基に、敷地の地

盤物性を加味し た 応答スペク ト

ルを設定する。 

 

(2) 既往の知見 

加藤ほか(2004)(25 )は、内陸地殻

内地震を対象として、詳細な地質

学的調査によっ て も震源位置 と

地震規模を予め 特 定できない 地

震（以下「震源を事前に特定でき

ない地震」という。）による震源

近傍の硬質地盤 上 における強 震

記録を用いて、震源を事前に特定

 

7.5.6.2  震 源 を 特 定 せ ず 策 定 す

る地震動 

(1) 評価方針 

敷地 周辺 の状 況等 を十 分考 慮

した詳細な調査を実施しても、な

お敷地近傍にお い て発生する 可

能性のある内陸 地 殻内地震の 全

てを事前に評価 し うるとは言 い

切れないとの観点から、「震源を

特定せず策定する地震動」を評価

する。「震源を特定せず策定する

地震動」は、「地域性を考慮する

地震動」及び「全国共通に考慮す

べき地震動」について検討し、震

源と活断層を関 連 付けること が

困難な過去の内 陸 地殻内地震 に

ついて得られた 震 源近傍にお け

る地震観測記録を収集し、これら

を基に敷地の地 盤 物性を加味 し

た応答スペクトルを設定する。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.6.2  震 源 を 特 定 せ ず 策 定 す

る地震動 

(1) 評価方針 

敷地周辺の 状況 等 を十 分考 慮

した詳細な調査を実施しても、な

お敷地近傍に おい て発生する 可

能性のある内 陸地 殻内地震の 全

てを事前に評 価し うるとは言 い

切れないとの観点から、「震源を

特定せず策定する地震動」を評価

する。「震源を特定せず策定する

地震動」は、「地域性を考慮する

地震動」及び「全国共通に考慮す

べき地震動」について検討し、震

源と活断層を 関連 付けること が

困難な過去の 内陸 地殻内地震 に

ついて得られ た震 源近傍にお け

る地震観測記録を収集し、これら

を基に敷地の 地盤 物性を加味 し

た応答スペクトルを設定する。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ (A-1)基準等の改正に

伴う記載の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

・(C-1)加藤ほか（2004）

に関する記載の削除 
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

できない地震に よ る地震動の上

限レベルの応答 ス ペクトルを設

定している。加藤ほか(2004)(25 )に

基づき、敷地における地盤物性を

考慮して評価し た 応答スペクト

ル を 第 7.5.6.30 図 及 び 第

7.5.6.31図に示す。 

 

(3)  震 源 近 傍 の 地 震 観 測 記 録 の

収集 

震源 と活 断層 を関 連付 ける こ

とが困難な過去 の 内陸地殻内地

震について得ら れ た震源近傍に

おける地震観測 記 録の収集にお

いては、震源断層がほぼ地震発生

層の厚さ全体に 広 がっているも

のの地表地震断 層 としてその全

容を表すまでに は 至っていない

モーメントマグニチュード（以下

「Ｍｗ」という。）6.5以上の地震

（以下「事前に活断層の存在が指

摘されていなか っ た地域におい

て発生し、地表付近に一部の痕跡

が確認された地震」という。）及

び断層破壊領域 が 地震発生層内

部に留まり、国内においてどこで

も発生すると考えられる地震で、

震源の位置も規 模 もわからない

地震として地質 学 的検討から全

国共通に考慮すべきＭｗ6.5未満

の地震（以下「地表地震断層が出

できない地震に よ る地震動の 上

限レベルの応答 ス ペクトルを 設

定している。加藤ほか(2004)(25 )に

基づき、敷地における地盤物性を

考慮して評価し た 応答スペク ト

ル を 第 7.5.6.30 図 及 び 第

7.5.6.31図に示す。 

 

(3)  震 源 近 傍 の 地 震 観 測 記 録 の

収集 

震源 と活 断層を関連付けるこ

とが困難な過去 の 内陸地殻内 地

震について得ら れ た震源近傍 に

おける地震観測記録を収集する。 

 

 

 

 

 

 

 

「地 域性 を考慮する地震動」

は、震源断層がほぼ地震発生層の

厚さ全体に広が っ ているもの の

地表地震断層と し てその全容 を

表すまでには至っておらず、震源

の規模が推定で き ないモーメ ン

トマグニチュード（以下「Ｍｗ」

という。）6.5程度以上の地震（以

下「事前に活断層の存在が指摘さ

れていなかった 地 域において 発

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  検 討 対 象 地 震 の 選 定 と 震 源

近傍の観測記録の収集 

震源 と活 断層 を関 連付 ける こ

とが困難な過去 の 内陸地殻内 地

震について得ら れ た震源近傍 に

おける地震観測 記 録の収集に お

いては、「地域性を考慮する地震

動」（モーメントマグニチュード

（以下「Ｍｗ」という。）6.5程度

以上の地震）及び「全国共通に考

慮すべき地震動」（Ｍｗ6.5程度未

満の地震）の2種類の地震を対象

とする。 

「地 域性 を考 慮す る地 震動 」

は、震源断層がほぼ地震発生層の

厚さ全体に広が っ ているもの の

地表地震断層と し てその全容 を

表すまでには至っておらず、震源

の規模が推定できないＭｗ6.5程

度以上の地震（以下「事前に活断

層の存在が指摘 さ れていなか っ

た地域において発生し、地表付近

に一部の痕跡が確認された地震」

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  検 討 対 象 地 震 の 選 定 と 震 源

近傍の観測記録の収集 

震源と活断 層を 関 連付 ける こ

とが困難な過 去の 内陸地殻内 地

震について得 られ た震源近傍 に

おける地震観 測記 録の収集に お

いては、「地域性を考慮する地震

動」（モーメントマグニチュード

（以下「Ｍｗ」という。）6.5程度

以上の地震）及び「全国共通に考

慮すべき地震動」（Ｍｗ6.5程度未

満の地震）の2種類の地震を対象

とする。 

「地域性を 考慮 す る地 震動 」

は、震源断層がほぼ地震発生層の

厚さ全体に広 がっ ているもの の

地表地震断層 とし てその全容 を

表すまでには至っておらず、震源

の規模が推定できないＭｗ6.5程

度以上の地震（以下「事前に活断

層の存在が指 摘さ れていなか っ

た地域において発生し、地表付近

に一部の痕跡が確認された地震」

 

 

 

 

 

 

 

 

・ (C-5)わかりやすさ向

上の観点から、構成を

見直し・記載の充実を

図った箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ (A-1)基準等の改正に

伴う記載の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

30



玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

現しない可能性がある地震」とい

う。）を対象とする。収集対象地

震を第7.5.6.18表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Ｍｗ6.5以上の地震 

 

2000 年 鳥 取 県 西 部 地 震 及 び

2008年岩手・宮城内陸地震の２つ

の地震は、事前に活断層の存在が

指摘されていな か った地域にお

生し、地表付近に一部の痕跡が確

認された地震」という。）を対象

とする。 

「全 国共 通に考慮すべき地震

動」は、断層破壊領域が地震発生

層内部に留まり、国内においてど

こでも発生する と 考えられる 地

震で、震源の位置及び規模が推定

できない地震と し て地質学的 検

討から全国共通 に 考慮すべき Ｍ

ｗ6.5程度未満の地震（以下「地表

地震断層が出現 し ない可能性 が

ある地震」という。）を対象とす

る。また、実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則の解釈 別

記２における震 源 近傍の多数 の

地震観測記録に 基 づいて策定 さ

れた標準応答ス ペ クトル（以 下

「標準応答スペクトル」という。）

を対象とする。 

収集対象地震を第7.5.6.18表、

標準応答スペク ト ルの応答ス ペ

クトル値を第7.5.6.19表に示す。 

 

a. 「地域性を考慮する地震動」

（Ｍｗ6.5程度以上の地震） 

2000 年 鳥 取 県 西 部 地 震 及 び

2008年岩手・宮城内陸地震の２つ

の地震は、事前に活断層の存在が

指摘されていな か った地域に お

という。）を対象とする。 

 

 

「全 国共 通に 考慮 すべ き地 震

動」は、断層破壊領域が地震発生

層内部に留まり、国内においてど

こでも発生する と 考えられる 地

震で、震源の位置及び規模が推定

できない地震と し て地質学的 検

討から全国共通 に 考慮すべき Ｍ

ｗ6.5程度未満の地震（以下「地表

地震断層が出現 し ない可能性 が

ある地震」という。）を対象とす

る。□ 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 「地域性を考慮する地震動」

（Ｍｗ6.5程度以上の地震） 

2000 年 鳥 取 県 西 部 地 震 及 び

2008年岩手・宮城内陸地震の２つ

の地震は、事前に活断層の存在が

指摘されていなかった地域にお

という。）を対象とする。 

 

 

「全国共通 に考 慮 すべ き地 震

動」は、断層破壊領域が地震発生

層内部に留まり、国内においてど

こでも発生す ると 考えられる 地

震で、震源の位置及び規模が推定

できない地震 とし て地質学的 検

討から全国共 通に 考慮すべき Ｍ

ｗ6.5程度未満の地震（以下「地表

地震断層が出 現し ない可能性 が

ある地震」という。）を対象とす

る。□ 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 「地域性を考慮する地震動」

（Ｍｗ6.5程度以上の地震）

2000 年 鳥 取 県 西 部 地 震 及 び

2008年岩手・宮城内陸地震の２つ

の地震は、事前に活断層の存在が

指摘されていなかった地域にお

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 記 載 の 適 正 化 ( 「 b.

「 全 国 共 通 に 考 慮 す

べき地震動」（Ｍｗ6.5

程度未満の地震）」へ

の記載箇所の移動） 

 

 

・ (C-3)14地震に関する

記載の削除 

 

 

・ (A-1)基準等の改正に

伴う記載の反映 
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

いて発生し、地表付近に一部の痕

跡が確認された地震であり、活断

層や地表地震断 層 の出現要因の

可能性として、地域による活断層

の成熟度の相違や、上部に軟岩や

火山岩、堆積層が厚く分布する場

合や地質体の違 い 等の地域差が

あることが考えられる。ここでは

２つの地震の震 源 域周辺と玄海

原子力発電所周辺の地質・地質構

造等について比較を行う。 

 

 

2000年 鳥取 県 西 部 地 震 の震 源

域周辺と玄海原 子 力発電所周辺

地域については、地形・地質構造

による活断層像 や 地震活動と地

殻構造の観点から、両地域の地質

学的・地震学的背景は概ね異なる

と考えられる。しかしながら、両

地域については、顕著な活断層が

分布しないこと、横ずれ断層を主

体とすること、相対的にひずみ速

度が小さいこと 等 の共通性が認

められ、現在の科学的知見をもっ

て、両地域に明確な差異があると

の判断には至ら な いことから、

2000年 鳥取 県 西 部地 震 を地 震観

測記録の収集対 象 地震として選

定する。 

2000年 鳥取 県 西 部 地 震 につ い

いて発生し、地表付近に一部の痕

跡が確認された地震であり、活断

層や地表地震断 層 の出現要因 の

可能性として、地域による活断層

の成熟度の相違や、上部に軟岩や

火山岩、堆積層が厚く分布する場

合や地質体の違 い 等の地域差 が

あることが考えられる。ここでは

２つの地震の震 源 域周辺と玄 海

原子力発電所周辺の地質・地質構

造等について比較を行う。 

 

 

2000年 鳥 取県 西 部 地 震 の 震 源

域周辺と玄海原 子 力発電所周 辺

地域については、地形・地質構造

による活断層像 や 地震活動と 地

殻構造の観点から、両地域の地質

学的・地震学的背景は概ね異なる

と考えられる。しかしながら、両

地域については、顕著な活断層が

分布しないこと、横ずれ断層を主

体とすること、相対的にひずみ速

度が小さいこと 等 の共通性が 認

められ、現在の科学的知見をもっ

て、両地域に明確な差異があると

の判断には至ら な いことから 、

2000年 鳥 取県 西 部 地震 を地 震 観

測記録の収集対 象 地震として 選

定する。 

2000年 鳥 取県 西 部 地 震 に つ い

いて発生し、地表付近に一部の痕

跡が確認された地震であり、活断

層や地表地震断層の出現要因の

可能性として、地域による活断層

の成熟度の相違や、上部に軟岩や

火山岩、堆積層が厚く分布する場

合や地質体の違い等の地域性が

あることが考えられる。ここでは

２つの地震の震源域周辺と玄海

原子力発電所周辺の地質・地質構

造等について比較を行う。 

 

(a) 2000年鳥取県西部地震 

2000年 鳥 取県 西 部 地 震 の震 源

域周辺と玄海原 子 力発電所周 辺

地域については、地形・地質構造

による活断層像 や 地震活動と 地

殻構造の観点から、両地域の地質

学的・地震学的背景は概ね異なる

と考えられる。しかしながら、両

地域については、顕著な活断層が

分布しないこと、横ずれ断層を主

体とすること、相対的にひずみ速

度が小さいこと 等 の共通性が 認

められ、現在の科学的知見をもっ

て、両地域に明確な差異があると

の判断には至ら な いことから 、

2000年 鳥 取県 西 部地 震 を地 震 観

測記録の収集対 象 地震として 選

定する。 

2000年 鳥 取県 西 部 地 震 につ い

いて発生し、地表付近に一部の痕

跡が確認された地震であり、活断

層や地表地震断層の出現要因の

可能性として、地域による活断層

の成熟度の相違や、上部に軟岩や

火山岩、堆積層が厚く分布する場

合や地質体の違い等の地域性が

あることが考えられる。ここでは

２つの地震の震源域周辺と玄海

原子力発電所周辺の地質・地質構

造等について比較を行う。 

 

(a) 2000年鳥取県西部地震 

2000年 鳥 取 県 西部 地震 の 震 源

域周辺と玄海 原子 力発電所周 辺

地域については、地形・地質構造

による活断層 像や 地震活動と 地

殻構造の観点から、両地域の地質

学的・地震学的背景は概ね異なる

と考えられる。しかしながら、両

地域については、顕著な活断層が

分布しないこと、横ずれ断層を主

体とすること、相対的にひずみ速

度が小さいこ と等 の共通性が 認

められ、現在の科学的知見をもっ

て、両地域に明確な差異があると

の判断には至 らな いことから 、

2000年 鳥 取県 西 部 地震 を地 震 観

測記録の収集 対象 地震として 選

定する。 

2000年 鳥 取 県 西部 地震 に つ い

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

・ (C-5)わかりやすさ向

上の観点から、構成を

見直し・記載の充実を

図った箇所 
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

て、地震観測記録を収集し、その

地震動レベル及 び 地盤情報を整

理した結果、震源近傍に位置する

賀祥ダムの地震 観 測記録が得ら

れており、加藤ほか(2004)(25)によ

る応答スペクトルを上回る。賀祥

ダムの地盤のＳ波速度は1.2 km

／ｓ～1.3 km／ｓ程度で、玄海原

子力発電所の解 放 基盤表面のＳ

波 速 度 1.35km／ ｓ と同 等 で あ る

ことから、賀祥ダムの地震観測記

録を解放基盤表 面 相当の地震動

として扱う。賀祥ダムの地震観測

記 録 の 応 答 ス ペ ク ト ル を 第

7.5.6.32図 及 び 第 7.5.6.33図 に

示す。 

 

2008年岩手・宮城内陸地震の震

源域周辺は、ひずみ集中帯に位置

しており、逆断層を主体とする地

域である。また、震源域周辺には

新生代新第三紀 以 降の火山岩類

及び堆積岩類が 厚 く複雑に堆積

し、顕著な褶曲・撓曲構造が発達

している。 

一方 、玄 海原 子力 発電 所周 辺

は、概ね東西方向の圧縮場におけ

る横ずれ断層を 主 体とする地域

である。また、古生代の変成岩類、

中生代白亜紀の花崗岩類、古第三

紀～新第三紀の 堆 積岩類が分布

て、地震観測記録を収集し、その

地震動レベル及 び 地盤情報を 整

理した結果、震源近傍に位置する

賀祥ダムの地震 観 測記録が得 ら

れており、加藤ほか(2004)(25)によ

る応答スペクトルを上回る。賀祥

ダムの地盤のＳ波速度は1.2 km

／ｓ～1.3 km／ｓ程度で、玄海原

子力発電所の解 放 基盤表面の Ｓ

波 速 度 1.35km／ ｓ と 同 等で あ る

ことから、賀祥ダムの地震観測記

録を解放基盤表 面 相当の地震 動

として扱う。賀祥ダムの地震観測

記 録 の 応 答 ス ペ ク ト ル を 第

7.5.6.32図 及 び 第 7.5.6.33図 に

示す。 

 

2008年岩手・宮城内陸地震の震

源域周辺は、ひずみ集中帯に位置

しており、逆断層を主体とする地

域である。また、震源域周辺には

新生代新第三紀 以 降の火山岩 類

及び堆積岩類が 厚 く複雑に堆 積

し、顕著な褶曲・撓曲構造が発達

している。 

一方 、玄 海原子力発電所周辺

は、概ね東西方向の圧縮場におけ

る横ずれ断層を 主 体とする地 域

である。また、古生代の変成岩類、

中生代白亜紀の花崗岩類、古第三

紀～新第三紀の 堆 積岩類が分 布

て、地震観測記録を収集し、その

地震動レベル及 び 地盤情報を 整

理した結果、震源近傍に位置する

賀祥ダム（監査廊）の地震観測記

録が得られており、□賀祥ダム（監

査廊）の地盤のＳ波速度は1.2km

／ s～1.3km／ s程度で、玄海原子

力発電所の解放 基 盤表面のＳ 波

速度1.35km／ sと同等であること

から、賀祥ダム（監査廊）の地震

観測記録を解放 基 盤表面相当 の

地震動として扱う。賀祥ダム（監

査廊）の地震観測記録の応答スペ

ク ト ル を 第 7.5.6.30 図 及 び 第

7.5.6.31図に示す。 

 

(b) 2008年岩手・宮城内陸地震 

2008年岩手・宮城内陸地震の震

源域周辺は、ひずみ集中帯に位置

しており、逆断層を主体とする地

域である。また、震源域周辺には

新生代新第三紀 以 降の火山岩 類

及び堆積岩類が 厚 く複雑に堆 積

し、顕著な褶曲・撓曲構造が発達

している。 

一方 、玄 海原 子力 発電 所周 辺

は、概ね東西方向の圧縮場におけ

る横ずれ断層を 主 体とする地 域

である。また、古生代の変成岩類、

中生代白亜紀の花崗岩類、古第三

紀～新第三紀の 堆 積岩類が分 布

て、地震観測記録を収集し、その

地震動レベル 及び 地盤情報を 整

理した結果、震源近傍に位置する

賀祥ダム（監査廊）の地震観測記

録が得られており、□賀祥ダム（監

査廊）の地盤のＳ波速度は1.2km

／s～1.3km／ s程度で、玄海原子

力発電所の解 放基 盤表面のＳ 波

速度1.35km／ sと同等であること

から、賀祥ダム（監査廊）の地震

観測記録を解 放基 盤表面相当 の

地震動として扱う。賀祥ダム（監

査廊）の地震観測記録の応答スペ

ク ト ル を 第 7.5.6.30 図 及 び 第

7.5.6.31図に示す。 

 

(b) 2008年岩手・宮城内陸地震 

2008年岩手・宮城内陸地震の震

源域周辺は、ひずみ集中帯に位置

しており、逆断層を主体とする地

域である。また、震源域周辺には

新生代新第三 紀以 降の火山岩 類

及び堆積岩類 が厚 く複雑に堆 積

し、顕著な褶曲・撓曲構造が発達

している。 

一方、玄海 原子 力 発電 所周 辺

は、概ね東西方向の圧縮場におけ

る横ずれ断層 を主 体とする地 域

である。また、古生代の変成岩類、

中生代白亜紀の花崗岩類、古第三

紀～新第三紀 の堆 積岩類が分 布

 

 

 

・記載の適正化 

・(C-1)加藤ほか（2004）

に関する記載の削除 
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

し、これらを新第三紀鮮新世の玄

武岩類が不整合 関 係で覆ってお

り、顕著な褶曲・撓曲構造は認め

られない。したがって、両地域は

地質学的・地震学的背景が異なる

ことから、2008年岩手・宮城内陸

地震を地震観測 記 録の収集対象

から除外する。 

 

b. Ｍｗ6.5未満の地震 

 

 

第 7.5.6.18表 に 示 し た 収 集 対

象地震のうち、地表断層が出現し

ない可能性のあ る 14地震につい

て震源近傍の地 震 観測記録を収

集し、その地震動レベル及び観測

点の地盤情報等 に ついて整理す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その結果、2004年北海道留萌支

庁南部地震では 、 震源近傍の K-

NET港町観測点において加藤ほか

し、これらを新第三紀鮮新世の玄

武岩類が不整合 関 係で覆って お

り、顕著な褶曲・撓曲構造は認め

られない。したがって、両地域は

地質学的・地震学的背景が異なる

ことから、2008年岩手・宮城内陸

地震を地震観測 記 録の収集対 象

から除外する。 

 

b. 「全国共通に考慮すべき地震

動」（Ｍｗ6.5程度未満の地

震） 

第 7.5.6.18表 に 示 し た 収 集 対

象地震のうち、地表断層が出現し

ない可能性のあ る 14地震につ い

て震源近傍の地 震 観測記録を 収

集し、その地震動レベル及び観測

点の地盤情報等 に ついて整理 す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その結果、2004年北海道留萌支

庁南部地震では 、 震源近傍の K-

NET港町観測点において加藤ほか

し、これらを新第三紀鮮新世の玄

武岩類が不整合 関 係で覆って お

り、顕著な褶曲・撓曲構造は認め

られない。したがって、両地域は

地質学的・地震学的背景が異なる

ことから、2008年岩手・宮城内陸

地震を地震観測 記 録の収集対 象

から除外する。 

 

b. 「全国共通に考慮すべき地震

動」（Ｍｗ6.5程度未満の地

震） 

実用 発電 用原 子炉 及び その 附

属施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則の解釈 別記２に

示される震源近 傍 における観 測

記録を基に得られた知見として、

2004年 北 海道 留 萌支 庁 南部 地 震

のK-NET港町観測点における観測

記録から推定し た 基盤地震動 及

び震源近傍の多 数 の地震観測 記

録に基づいて策 定 された標準 応

答スペクトル（以下「標準応答ス

ペクトル」という。）を対象とす

る。 

 

(a)  2004年 北 海 道 留 萌 支 庁 南 部

地震 

□ 2004年北海道留萌支庁南部地

震では、震源近傍のK-NET港町観

測点において、□佐藤ほか(2013) 

し、これらを新第三紀鮮新世の玄

武岩類が不整 合関 係で覆って お

り、顕著な褶曲・撓曲構造は認め

られない。したがって、両地域は

地質学的・地震学的背景が異なる

ことから、2008年岩手・宮城内陸

地震を地震観 測記 録の収集対 象

から除外する。 

 

b. 「全国共通に考慮すべき地震

動」（Ｍｗ6.5程度未満の地

震） 

実用発電用 原子 炉 及び その 附

属施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則の解釈 別記２に

示される震源 近傍 における観 測

記録を基に得られた知見として、

2004年 北 海道 留 萌 支庁 南部 地 震

のK-NET港町観測点における観測

記録から推定 した 基盤地震動 及

び震源近傍の 多数 の地震観測 記

録に基づいて 策定 された標準 応

答スペクトル（以下「標準応答ス

ペクトル」という。）を対象とす

る。 

 

(a)  2004年 北 海 道 留 萌 支 庁 南 部

地震 

□ 2004年北海道留萌支庁南部地

震では、震源近傍のK-NET港町観

測 点 に お い て 、 □ 佐 藤 ほ か

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ (A-1)基準等の改正に

伴う記載の反映 

・ (C-3)14地震に関する

記載の削除 

・ (C-5)わかりやすさ向

上の観点から、構成を

見直し・記載の充実を

図った箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・(C-1)加藤ほか（2004）
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

(2004)(25)による応答スペクトル

を上回る地震観 測 記録が得られ

ていること、さらにこのK-NET港

町観測点につい て は、佐藤ほか

(2013) (26)により、ボーリング調

査等による精度 の 高い地盤情報

が得られていることから、これら

を参考に地盤モ デ ルを設定し解

放基盤波を算定する。この解放基

盤波にさらに不 確 かさを考慮し

た上で地震動を設定する。設定し

た地震動の応答 ス ペクトルを第

7.5.6.34図 及 び 第 7.5.6.35図 に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2004)(25)による応答スペクトル

を上回る地震観 測 記録が得ら れ

ていること、さらにこのK-NET港

町観測点につい て は、佐藤ほ か

(2013) (26 )により、ボーリング調

査等による精度 の 高い地盤情 報

が得られていることから、これら

を参考に地盤モ デ ルを設定し 解

放基盤波を算定する。この解放基

盤波にさらに不 確 かさを考慮 し

た上で地震動を設定する。設定し

た 2004年 北海 道 留 萌支 庁南 部 地

震を考慮した地 震 動の応答ス ペ

ク ト ル を 第 7.5.6.34 図 及 び 第

7.5.6.35図に示す。 

 

 

 

 

また、第7.5.6.19表に示した標

準応答スペクト ル に適合する よ

う、地震基盤相当面における模擬

地震波を作成し、地下構造モデル

を用いて解放基 盤 表面におけ る

地震動（以下「標準応答スペクト

ルを考慮した地震動」という。）

を設定する。地震基盤相当面にお

ける模擬地震波は、複数の方法に

ついて検討を行った上で、一様乱

数の位相をもつ 正 弦波の重ね 合

わせによって作成する。振幅包絡

(25)により、ボーリング調査等によ

る精度の高い地 盤 情報が得ら れ

ていることから、これらを参考に

地盤モデルを設 定 し解放基盤 波

を算定する。この解放基盤波にさ

らに不確かさを 考 慮した上で 地

震動を設定する。設定した2004年

北海道留萌支庁 南 部地震を考 慮

した地震動の応 答 スペクトル を

第 7.5.6.32 図 及 び 第 7.5.6.33 図

に示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

(b)  標 準 応 答 ス ペ ク ト ル を 考 慮

した地震動 

実用 発電 用原 子炉 及び その 附

属施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則の解釈 別記２に

おける標準応答 ス ペクトルの 応

答 ス ペ ク ト ル 値 を 第 7.5.6.18表

に示す。第7.5.6.18表に示した標

準応答スペクト ル に適合する よ

う、地震基盤相当面における模擬

地震波を作成し、地下構造モデル

を用いて解放基 盤 表面におけ る

(2013)(25)により、ボーリング調査

等による精度 の高 い地盤情報 が

得られて□おり、信頼性の高い基

盤地震動が推定されている。これ

らを参考に地 盤モ デルの不確 か

さを踏まえて 基盤 地震動を算 定

する。敷地の解放基盤表面のＳ波

速度は、K-NET港町観測点のＳ波

速度0.938km/sを上回る 1.35km/s

であることから、敷地の解放基盤

波は保守的に K-NET港町観測点

の基盤地震動を採用する。この解

放基盤波にさ らに 不確かさを 考

慮し、保守的に□地震動を設定す

る。設定した2004年北海道留萌支

庁南部地震を 考慮 した地震動 の

応 答 ス ペ ク ト ル を 第 7.5.6.32図

及び第7.5.6.33図に示す。 

 

(b)  標 準 応 答 ス ペ ク ト ル を 考 慮

した地震動 

実用発電用 原子 炉 及び その 附

属施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則の解釈 別記２に

おける標準応 答ス ペクトルの 応

答 ス ペ ク ト ル 値 を 第 7.5.6.18表

に示す。第7.5.6.18表に示した標

準応答スペク トル に適合する よ

う、地震基盤相当面における模擬

地震波を作成し、「7.5.5.4地下構

造モデル」における地下構造モデ

に関する記載の削除 

 

・ (C-5)わかりやすさ向

上の観点から、構成を

見直し・記載の充実を

図った箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

・ (A-2)標準応答スペク

ト ル を 考 慮 し た 地 震

動の検討の追加 

・ (B-1)標準応答スペク

ト ル を 考 慮 し た 地 震

動 の 設 定 に 関 す る 記

載の充実 

・ (B-2)標準応答スペク

ト ル を 考 慮 し た 地 震

動 に 用 い る 地 下 構 造

モ デ ル に 関 す る 記 載

の変更・充実 
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線の経時的変化については、Noda 

et al.(2002)(15 ) に 基 づ き 、 第

7.5.6.20表に示す形状とする。地

震基盤相当面に お ける模擬地 震

波の作成結果を第7.5.6.21表、標

準応答スペクト ル に対する模 擬

地震波の応答ス ペ クトル比を 第

7.5.6.36 図 、 時 刻 歴 波 形 を 第

7.5.6.37図に示す。標準応答スペ

クトルを考慮し た 地震動に用 い

る地下構造モデルは、「7.5.5.4 

地下構造モデル」における地下構

造モデル及び鉛 直 アレイ地震 観

測記録から推定 さ れた地盤の 減

衰構造を参考に、不確かさを考慮

した上で設定する。地震基盤相当

面は、標準応答スペクトルが定義

される地盤のＳ波速度を踏まえ、

地 下 構造 モ デル の Ｓ 波速度 2.10 

km/sの 層 上 面 で あ る EL.-200mと

して設定する。標準応答スペクト

ルを考慮した地 震 動に用いる 地

下 構 造 モ デ ル を 第 7.5.6.22表 に

示す。設定した標準応答スペクト

ルを考慮した地 震 動の応答ス ペ

ク ト ル を 第 7.5.6.38 図 及 び 第

7.5.6.39図に示す。 

 

 

 

 

地震動（以下「標準応答スペクト

ルを考慮した地震動」という。）

を設定する。 

 

 

ⅰ. 地震基盤相当面 

地震基盤相当面は、標準応答ス

ペクトルが定義 さ れる地盤の Ｓ

波速度を踏まえ、「7.5.5.4地下構

造モデル」における地下構造モデ

ルのＳ波速度3.10km／ sの層上面

で あ る EL.-1804m と し て 設 定 す

る。 

 

ⅱ. 模擬地震波 

地震 基盤 相当 面に おけ る模 擬

地震波は、複数の方法に基づき作

成することとし、一様乱数の位相

をもつ正弦波の 重 ね合わせに よ

る方法及び実観 測 記録の位相 を

用いる方法によって作成する。一

様乱数の位相を も つ正弦波の 重

ね合わせによる 方 法における 振

幅包絡線の経時 的 変化につい て

は、Noda et al.(2002)(15)に基づ

き、第7.5.6.19表に示す形状とす

る。実観測記録の位相を用いた模

擬地震波は、玄海原子力発電所の

敷地地盤で得ら れ た観測記録 の

位相を与えて作成する。観測記録

は敷地近傍の記録を収集し、震央

ルを用いて解 放基 盤表面にお け

る地震動（以下「標準応答スペク

トルを考慮した地震動」という。）

を設定する。 

 

ⅰ. 地震基盤相当面 

地震基盤相当面は、標準応答ス

ペクトルが定 義さ れる地盤の Ｓ

波速度を踏まえ、「7.5.5.4地下構

造モデル」における地下構造モデ

ルのＳ波速度3.10km／ sの層上面

で あ る EL.-1804m と し て 設 定 す

る。 

 

ⅱ. 模擬地震波 

地震基盤相 当面 に おけ る模 擬

地震波は、複数の方法に基づき作

成することとし、一様乱数の位相

をもつ正弦波 の重 ね合わせに よ

る方法及び実 観測 記録の位相 を

用いる方法によって作成する。一

様乱数の位相 をも つ正弦波の 重

ね合わせによ る方 法における 振

幅包絡線の経 時的 変化につい て

は、Noda et al.(2002)(15)に基づ

き、第7.5.6.19表に示す形状とす

る。実観測記録の位相を用いた模

擬地震波は、玄海原子力発電所の

敷地地盤で得 られ た観測記録 の

位相を与えて作成する。□実観測

記録の位相を 用い た模擬地震 波

・(C-5)わかりやすさ向

上の観点から、構成を

見直し・記載の充実を

図った箇所 

 

・ (B-3)地震基盤相当面

の 見 直 し に よ る 記 載

の変更 

 

 

 

 

 

 

・ (B-4)模擬地震波の作

成 及 び 選 定 に 関 す る

記載の変更・充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ (C-5)わかりやすさ向

上の観点から、構成を
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

距離、最大加速度、主要動の継続

時間を考慮して選定を行う。選定

の結果、主要動の継続時間が最も

長く、震央距離が最も近く、最大

加 速 度が 最 も大 き い 2005年 福 岡

県西方沖地震（Ｍ7.0）の地表にお

ける地震観測記 録 の位相を用 い

て模擬地震波を作成する。地震基

盤相当面におけ る 模擬地震波 の

作成結果を第7.5.6.20表、標準応

答スペクトルに 対 する模擬地 震

波 の 応 答 ス ペ ク ト ル 比 を 第

7.5.6.34図及び第7.5.6.35図、時

刻 歴 波 形 を 第 7.5.6.36図 及 び 第

7.5.6.37図に示す。 

 

 

 

 

 

ⅲ .  標 準 応 答 ス ペ ク ト ル を 考 慮

した地震動 

標準 応答 スペ クト ルを 考慮 し

た地震動は、一様乱数の位相をも

つ正弦波の重ね 合 わせによる 方

法及び実観測記 録 の位相を用 い

る方法により作 成 した模擬地 震

波の解放基盤表 面 における時 刻

歴波形の最大加 速 度や強震部 の

継続時間、応答スペクトルの比較

により設定する。 

に敷地地盤の 振動 特性を適切 に

反映するため、内陸地殻内地震の

観測記録を収集し、模擬地震波の

作成に用いる 観測 記録は震央 距

離、最大加速度、主要動の継続時

間を考慮して選定を行う。選定の

結果、主要動の継続時間が最も長

く、震央距離が最も近く、最大加

速度 が最 も 大 きい 2005年福 岡 県

西方沖地震（Ｍ7.0）の地表におけ

る地震観測記 録の 位相を用い て

模擬地震波を作成する。地震基盤

相当面におけ る模 擬地震波の 作

成結果を第7.5.6.20表、標準応答

スペクトルに 対す る模擬地震 波

の 応 答 ス ペ ク ト ル 比 を 第

7.5.6.34図及び第7.5.6.35図、時

刻 歴 波 形 を 第 7.5.6.36図 及 び 第

7.5.6.37図に示す。 

 

ⅲ .  標 準 応 答 ス ペ ク ト ル を 考 慮

した地震動 

標準応答ス ペク ト ルを 考慮 し

た地震動は、一様乱数の位相をも

つ正弦波の重 ね合 わせによる 方

法及び実観測 記録 の位相を用 い

る方法により 作成 した模擬地 震

波の解放基盤 表面 における時 刻

歴波形の最大 加速 度や強震部 の

継続時間、応答スペクトルの比較

により設定する。 

見直し・記載の充実を

図った箇所 
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 「震源を特定せず策定する地

震動」の設定 

「(2) 既往の知見」及び「(3)

震源近傍の地震観測記録の収集」

を踏まえ、「震源を特定せず策定

する地震動」と し て、加藤ほか

(2004) (25)の 応 答 ス ペ ク ト ル 、

2000年 鳥取 県 西 部地 震 を考 慮し

た 地 震動 及び 2004年 北 海道 留萌

支庁南部地震を 考 慮した地震動

を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 「震源を特定せず策定する地

震動」の設定 

「(2) 既往の知見」及び「(3) 

震源近傍の地震観測記録の収集」

を踏まえ、「震源を特定せず策定

する地震動」と し て、加藤ほ か

(2004) (25)の 応 答 ス ペ ク ト ル 、

2000年 鳥 取県 西 部 地震 を考 慮 し

た地震動、2004年北海道留萌支庁

南部地震を考慮 し た地震動及 び

標準応答スペク ト ルを考慮し た

地震動を設定する。 

 

 

一様 乱数 の位 相を もつ 正弦 波

の重ね合わせに よ る解放基盤 表

面の模擬地震波 及 び実観測記 録

の位相を用いた 解 放基盤表面 の

模擬地震波の時 刻 歴波形の比 較

を 第 7.5.6.38 図 及 び 第 7.5.6.39

図に、応答スペクトルの比較を第

7.5.6.40図 ～ 第 7.5.6.42 図 に 示

す。 

その結果、解放基盤表面におけ

る時刻歴波形の 最 大加速度が 大

きく、強震部の継続時間が長い一

様乱数の位相を も つ正弦波の 重

ね合わせによる模擬地震波を、標

準応答スペクト ル を考慮した 地

震動として選定する。 

 

(3) 「震源を特定せず策定する地

震動」の設定 

「(2) 検討対象地震の選定と

震源近傍の観測記録の収集」を踏

まえ、「震源を特定せず策定する

地震動」として、「(2) a. (a) 2000

年鳥取県西部地震」における2000

年鳥取県西部地 震 を考慮した 地

震動、「(2) b. (a) 2004年北海

道留萌支庁南部 地 震」におけ る

2004年 北 海道 留 萌支 庁 南部 地 震

を考慮した地震動及び「(2) b. 

(b) 標準応答スペクトルを考慮

した地震動」における標準応答ス

一様乱数の 位相 を もつ 正弦 波

の重ね合わせ によ る解放基盤 表

面の模擬地震 波及 び実観測記 録

の位相を用い た解 放基盤表面 の

模擬地震波の 時刻 歴波形の比 較

を 第 7.5.6.38 図 及 び 第 7.5.6.39

図に、応答スペクトルの比較を第

7.5.6.40図 ～ 第 7.5.6.42 図 に 示

す。 

その結果、解放基盤表面におけ

る時刻歴波形 の最 大加速度が 大

きく、強震部の継続時間が長い一

様乱数の位相 をも つ正弦波の 重

ね合わせによる模擬地震波を、標

準応答スペク トル を考慮した 地

震動として選定する。 

 

(3) 「震源を特定せず策定する地

震動」の設定 

「(2) 検討対象地震の選定と

震源近傍の観測記録の収集」を踏

まえ、「震源を特定せず策定する

地震動」として、「(2) a. (a) 2000

年鳥取県西部地震」における2000

年鳥取県西部 地震 を考慮した 地

震動、「(2) b. (a) 2004年北海

道留萌支庁南 部地 震」におけ る

2004年 北 海道 留 萌 支庁 南部 地 震

を考慮した地震動及び「(2) b.

(b) 標準応答スペクトルを考慮

した地震動」における標準応答ス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・(C-1)加藤ほか（2004）

に関する記載の削除 

・ (C-5)わかりやすさ向

上の観点から、構成を

見直し・記載の充実を

図った箇所 

 

 

 

・ (A-2)標準応答スペク

ト ル を 考 慮 し た 地 震

動の検討の追加 
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

 

 

 

(5) 超過確率の参照 

原子力安全基盤機構 (2005)(18 )

は、各地域の震源を特定しにくい

地震動について、地震基盤におけ

る水平動の年超 過 確率を求めて

いる。第7.5.6.36図に原子力安全

基盤機構 (2005)(18)による領域区

分を示す。 

原子力安全基盤機構 (2005)(18 )

による敷地が位 置 する領域にお

ける一様ハザー ド スペクトルと

「震源を特定せ ず 策定する地震

動」のうち加藤ほか(2004)(25)によ

る地震基盤にお け る応答スペク

ト ル の 比 較 を 第 7.5.6.37図 に 示

す。第7.5.6.37図によると、「震

源を特定せず策定する地震動」の

年超過確率は、10-4～10-6程度であ

る。 

また、「震源を特定せず策定す

る地震動」の応答スペクトルと日

本原子力学会(2007) (27 )の方法に

基づいて算定し た 領域震源によ

る一様ハザード ス ペクトルの比

較 を 第 7.5.6.38 図 及 び 第

7.5.6.39図に示す。第7.5.6.38図

及び第7.5.6.39図によると、「震

源を特定せず策定する地震動」の

 

 

 

(5) 超過確率の参照 

原子力安全基盤機構 (2005)(18)

は、各地域の震源を特定しにくい

地震動について、地震基盤におけ

る水平動の年超 過 確率を求め て

いる。第7.5.6.40図に原子力安全

基盤機構 (2005)(18 )による領域区

分を示す。 

原子力安全基盤機構 (2005)(18)

による敷地が位 置 する領域に お

ける一様ハザー ド スペクトル と

「震源を特定せ ず 策定する地 震

動」のうち加藤ほか(2004)(25)によ

る地震基盤にお け る応答スペ ク

ト ル の 比 較 を 第 7.5.6.41図 に 示

す。第7.5.6.41図によると、「震

源を特定せず策定する地震動」の

年超過確率は、10-4～10-6程度であ

る。 

また、「震源を特定せず策定す

る地震動」の応答スペクトルと日

本原子力学会(2007) (27)の方法に

基づいて算定し た 領域震源に よ

る一様ハザード ス ペクトルの 比

較 を 第 7.5.6.42 図 及 び 第

7.5.6.43図に示す。第7.5.6.42図

及び第7.5.6.43図によると、「震

源を特定せず策定する地震動」の

ペクトルを考慮 し た地震動を 設

定する。 

 

(4) 超過確率の参照 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□「震源を特定せず策定する地

震動」の応答スペクトルと日本原

子力学会(2007) (2 6 )の方法に基づ

いて算定した領 域 震源による 一

様ハザードスペ ク トルの比較 を

第 7.5.6.43 図 及 び 第 7.5.6.44 図

に 示 す 。 第 7.5.6.43 図 及 び 第

7.5.6.44図によると、「震源を特

定せず策定する地震動」の年超過

ペクトルを考 慮し た地震動を 設

定する。 

 

(4) 超過確率の参照 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□「震源を特定せず策定する地

震動」の応答スペクトルと日本原

子力学会(2007) (26 )の方法に基づ

いて算定した 領域 震源による 一

様ハザードス ペク トルの比較 を

第 7.5.6.43 図 及 び 第 7.5.6.44 図

に 示 す 。 第 7.5.6.43 図 及 び 第

7.5.6.44図によると、「震源を特

定せず策定する地震動」の年超過

 

 

 

 

・(C-1)加藤ほか（2004）

に関する記載の削除 

・ (C-2)原子力安全基盤

機構（2005）に関する

記載の削除 
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（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

年超過確率は10-5～ 10-6程度であ

る。 

 

7.5.6.3 設計用応答スペクトル 

基準地震動は、「7.5.6.1 敷地

ごとに震源を特 定 して策定する

地震動」及び「7.5.6.2 震源を特

定せず策定する地震動」の評価結

果に基づき、敷地の解放基盤表面

における水平方 向 及び鉛直方向

の地震動として策定する。 

 

(1)  敷 地 ご と に 震 源 を 特 定 し て

策定 する 地震動に よる 基準

地震動 

a. 応答スペクトルに基づく地震

動評価による基準地震動 

応答 スペ クト ルに 基づ く地 震

動評価による基 準 地震動を策定

するにあたり、設計用応答スペク

トルを設定する。設計用応答スペ

クトルは、「7.5.6.1 敷地ごとに

震源を特定して策定する地震動」

における応答ス ペ クトルに基づ

く地震動評価に よ る結果を包絡

して設定する。 

これ らす べて の応 答ス ペク ト

ルを包絡して設 定 した地震動を

基準地震動Ss-1とし、水平方向の

設計用応答スペクトルSs-1H及び

鉛直方向の設計 用 応答スペクト

年超過確率は10-5～ 10-6程度であ

る。 

 

7.5.6.3 設計用応答スペクトル 

基準地震動は、「7.5.6.1 敷地

ごとに震源を特 定 して策定す る

地震動」及び「7.5.6.2 震源を特

定せず策定する地震動」の評価結

果に基づき、敷地の解放基盤表面

における水平方 向 及び鉛直方 向

の地震動として策定する。 

 

(1)  敷 地 ご と に 震 源 を 特 定 し て

策定 する 地 震動 による基準

地震動 

a. 応答スペクトルに基づく地震

動評価による基準地震動 

応答 スペ クトルに基づく地震

動評価による基 準 地震動を策 定

するにあたり、設計用応答スペク

トルを設定する。設計用応答スペ

クトルは、「7.5.6.1 敷地ごとに

震源を特定して策定する地震動」

における応答ス ペ クトルに基 づ

く地震動評価に よ る結果を包 絡

して設定する。 

これ らす べての応答スペクト

ルを包絡して設 定 した地震動 を

基準地震動Ss-1とし、水平方向の

設計用応答スペクトルSs-1H及び

鉛直方向の設計 用 応答スペク ト

確率は10-5～10-6程度である。 

 

 

7.5.6.3 基準地震動Ssの策定 

基準地震動は、「7.5.6.1 敷地

ごとに震源を特 定 して策定す る

地震動」及び「7.5.6.2 震源を特

定せず策定する地震動」の評価結

果に基づき、敷地の解放基盤表面

における水平方 向 及び鉛直方 向

の地震動として策定する。 

 

(1)  敷 地 ご と に 震 源 を 特 定 し て

策定 する 地震動に よる基準

地震動 

a. 応答スペクトルに基づく地震

動評価による基準地震動 

応答 スペ クト ルに 基づ く地 震

動評価による基 準 地震動を策 定

するにあたり、設計用応答スペク

トルを設定する。設計用応答スペ

クトルは、「7.5.6.1 敷地ごとに

震源を特定して策定する地震動」

における応答ス ペ クトルに基 づ

く地震動評価に よ る結果を包 絡

して設定する。 

これ らす べて の応 答ス ペク ト

ルを包絡して設 定 した地震動 を

基準地震動Ss-1とし、水平方向の

設計用応答スペクトルSs-1H及び

鉛直方向の設計 用 応答スペク ト

確率は10-5～10-6程度である。 

 

 

7.5.6.3 基準地震動Ssの策定 

基準地震動は、「7.5.6.1 敷地

ごとに震源を 特定 して策定す る

地震動」及び「7.5.6.2 震源を特

定せず策定する地震動」の評価結

果に基づき、敷地の解放基盤表面

における水平 方向 及び鉛直方 向

の地震動として策定する。 

 

(1)  敷 地 ご と に 震 源 を 特 定 し て

策定 す る地 震動による基 準

地震動 

a. 応答スペクトルに基づく地震

動評価による基準地震動 

応答スペク トル に 基づ く地 震

動評価による 基準 地震動を策 定

するにあたり、設計用応答スペク

トルを設定する。設計用応答スペ

クトルは、「7.5.6.1 敷地ごとに

震源を特定して策定する地震動」

における応答 スペ クトルに基 づ

く地震動評価 によ る結果を包 絡

して設定する。 

これらすべ ての 応 答ス ペク ト

ルを包絡して 設定 した地震動 を

基準地震動Ss-1とし、水平方向の

設計用応答スペクトルSs-1H及び

鉛直方向の設 計用 応答スペク ト

 

 

 

・ (C-5)わかりやすさ向

上の観点から、構成を

見直し・記載の充実を

図った箇所 
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（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

ル Ss-1V を 第 7.5.6.40 図 及 び 第

7.5.6.41図に示す。また、設計用

応 答 ス ペ ク ト ル 値 を 第 7.5.6.19

表に示す。なお、設計用応答スペ

クトルSs-1Vは、設計用応答スペク

トルSs-1Hの2/3倍となるように設

定する。 

 

b. 断層 モデ ルを用い た手 法に

よる 地震 動評価に よる 基準

地震動 

断層 モデ ルを 用い た手 法に よ

る地震動評価に よ る基準地震動

は、「7.5.6.1 敷地ごとに震源を

特定して策定する地震動」におけ

る断層モデルを 用 いた手法によ

る地震動評価の 結 果と応答スペ

クトルに基づく 地 震動評価によ

り 設 定し た基 準 地 震動 Ss-1の設

計用応答スペク ト ルを比較して

設定する。 

ここで、「7.5.6.1 敷地ごとに

震源を特定して策定する地震動」

において、経験的グリーン関数法

による応答スペクトルは、ハイブ

リッド合成法に よ る応答スペク

トルを上回るため、断層モデルを

用いた手法によ る 地震動評価に

よる基準地震動は、経験的グリー

ン関数法による 評 価で代表させ

る。 

ル Ss-1V を 第 7.5.6.44 図 及 び 第

7.5.6.45図に示す。また、設計用

応 答 ス ペ ク ト ル 値 を 第 7.5.6.23

表に示す。なお、設計用応答スペ

クトルSs-1Vは、設計用応答スペク

トルSs-1Hの2/3倍となるように設

定する。 

 

b. 断層モデルを用いた手法によ

る地 震動 評 価に よる基準地

震動 

断層 モデ ルを用いた手法によ

る地震動評価に よ る基準地震 動

は、「7.5.6.1 敷地ごとに震源を

特定して策定する地震動」におけ

る断層モデルを 用 いた手法に よ

る地震動評価の 結 果と応答ス ペ

クトルに基づく 地 震動評価に よ

り 設 定し た 基準 地 震 動 Ss-1の 設

計用応答スペク ト ルを比較し て

設定する。 

ここで、「7.5.6.1 敷地ごとに

震源を特定して策定する地震動」

において、経験的グリーン関数法

による応答スペクトルは、ハイブ

リッド合成法に よ る応答スペ ク

トルを上回るため、断層モデルを

用いた手法によ る 地震動評価 に

よる基準地震動は、経験的グリー

ン関数法による 評 価で代表さ せ

る。 

ル Ss-1V を 第 7.5.6.45 図 及 び 第

7.5.6.46図に示す。また、設計用

応 答 ス ペ ク ト ル 値 を 第 7.5.6.21

表に示す。なお、設計用応答スペ

クトルSs-1Vは、設計用応答スペク

トルSs-1Hの2/3倍となるように設

定する。 

 

b. 断層モデルを用いた手法によ

る地 震動 評価によ る基準地

震動 

断層 モデ ルを 用い た手 法に よ

る地震動評価に よ る基準地震 動

は、「7.5.6.1 敷地ごとに震源を

特定して策定する地震動」におけ

る断層モデルを 用 いた手法に よ

る地震動評価の 結 果と応答ス ペ

クトルに基づく 地 震動評価に よ

り 設 定し た 基準 地 震動 Ss-1の 設

計用応答スペク ト ルを比較し て

設定する。 

ここで、「7.5.6.1 敷地ごとに

震源を特定して策定する地震動」

において、経験的グリーン関数法

による応答スペクトルは、ハイブ

リッド合成法に よ る応答スペ ク

トルを上回るため、断層モデルを

用いた手法によ る 地震動評価 に

よる基準地震動は、経験的グリー

ン関数法による 評 価で代表さ せ

る。 

ル Ss-1V を 第 7.5.6.45 図 及 び 第

7.5.6.46図に示す。また、設計用

応 答 ス ペ ク ト ル 値 を 第 7.5.6.21

表に示す。なお、設計用応答スペ

クトルSs-1Vは、設計用応答スペク

トルSs-1Hの2/3倍となるように設

定する。 

 

b. 断層モデルを用いた手法によ

る地 震 動評 価による基準 地

震動 

断層モデル を用 い た手 法に よ

る地震動評価 によ る基準地震 動

は、「7.5.6.1 敷地ごとに震源を

特定して策定する地震動」におけ

る断層モデル を用 いた手法に よ

る地震動評価 の結 果と応答ス ペ

クトルに基づ く地 震動評価に よ

り設 定し た 基 準地 震 動 Ss-1の 設

計用応答スペ クト ルを比較し て

設定する。 

ここで、「7.5.6.1 敷地ごとに

震源を特定して策定する地震動」

において、経験的グリーン関数法

による応答スペクトルは、ハイブ

リッド合成法 によ る応答スペ ク

トルを上回るため、断層モデルを

用いた手法に よる 地震動評価 に

よる基準地震動は、経験的グリー

ン関数法によ る評 価で代表さ せ

る。 
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

基 準地 震 動 Ss-1の 設 計 用応 答

スペクトルと「7.5.6.1 敷地ご

とに震源を特定 し て策定する地

震動」における断層モデルを用い

た手法による地 震 動評価の応答

ス ペ ク ト ル を 第 7.5.6.42図 ～ 第

7.5.6.46図に示す。 

第 7.5.6.42 図 ～ 第 7.5.6.46 図

より、設計用応答スペクトルとの

包絡関係を考慮して、断層モデル

を用いた手法に よ る地震動評価

による基準地震動は、「城山南断

層による地震」の断層傾斜角の不

確かさを考慮し た 場合における

破壊開始点３よ り 評価する地震

動及び「竹木場断層による地震」

の断層傾斜角の 不 確かさを考慮

した場合におけ る 破壊開始点２

より評価する地 震 動をそれぞれ

基準地震動Ss-2、Ss-3とする。 

敷地 ごと に震 源を 特定 して 策

定する基準地震 動 の応答スペク

ト ル を 第 7.5.6.47 図 ～ 第

7.5.6.49図に示す。 

 

(2) 震源 を特 定せず策 定す る地

震動による基準地震動 

「7.5.6.2 震源を特定せず策

定する地震動」において設定した

「震源を特定せ ず 策定する地震

動」による応答スペクトルと基準

基 準 地震 動 Ss-1の 設 計 用 応 答

スペクトルと「7.5.6.1 敷地ご

とに震源を特定 し て策定する 地

震動」における断層モデルを用い

た手法による地 震 動評価の応 答

ス ペ ク ト ル を 第 7.5.6.46図 ～ 第

7.5.6.50図に示す。 

第 7.5.6.46 図 ～ 第 7.5.6.50 図

より、設計用応答スペクトルとの

包絡関係を考慮して、断層モデル

を用いた手法に よ る地震動評 価

による基準地震動は、「城山南断

層による地震」の断層傾斜角の不

確かさを考慮し た 場合におけ る

破壊開始点３よ り 評価する地 震

動及び「竹木場断層による地震」

の断層傾斜角の 不 確かさを考 慮

した場合におけ る 破壊開始点 ２

より評価する地 震 動をそれぞ れ

基準地震動Ss-2、Ss-3とする。 

敷地 ごと に震源を特定して策

定する基準地震 動 の応答スペ ク

ト ル を 第 7.5.6.51 図 ～ 第

7.5.6.53図に示す。 

 

(2)  震 源 を 特 定 せ ず 策 定 す る 地

震動による基準地震動 

「7.5.6.2 震源を特定せず策

定する地震動」において設定した

「震源を特定せ ず 策定する地 震

動」による応答スペクトルと基準

基 準地 震 動 Ss-1の 設 計 用応 答

スペクトルと「7.5.6.1 敷地ご

とに震源を特定 し て策定する 地

震動」における断層モデルを用い

た手法による地 震 動評価の応 答

ス ペ ク ト ル を 第 7.5.6.47図 ～ 第

7.5.6.51図に示す。 

第 7.5.6.47 図 ～ 第 7.5.6.51 図

より、設計用応答スペクトルとの

包絡関係を考慮して、断層モデル

を用いた手法に よ る地震動評 価

による基準地震動は、「城山南断

層による地震」の断層傾斜角の不

確かさを考慮し た 場合におけ る

破壊開始点３よ り 評価する地 震

動及び「竹木場断層による地震」

の断層傾斜角の 不 確かさを考 慮

した場合におけ る 破壊開始点 ２

より評価する地 震 動をそれぞ れ

基準地震動Ss-2、Ss-3とする。 

敷地 ごと に震 源を 特定 して 策

定する基準地震 動 の応答スペ ク

ト ル を 第 7.5.6.52 図 ～ 第

7.5.6.54図に示す。 

 

(2)  震 源 を 特 定 せ ず 策 定 す る 地

震動による基準地震動 

「7.5.6.2 震源を特定せず策

定する地震動」において設定した

「震源を特定せ ず 策定する地 震

動」による応答スペクトルと基準

基 準 地震 動 Ss-1の 設計 用 応 答

スペクトルと「7.5.6.1 敷地ご

とに震源を特 定し て策定する 地

震動」における断層モデルを用い

た手法による 地震 動評価の応 答

ス ペ ク ト ル を 第 7.5.6.47図 ～ 第

7.5.6.51図に示す。 

第 7.5.6.47 図 ～ 第 7.5.6.51 図

より、設計用応答スペクトルとの

包絡関係を考慮して、断層モデル

を用いた手法 によ る地震動評 価

による基準地震動は、「城山南断

層による地震」の断層傾斜角の不

確かさを考慮 した 場合におけ る

破壊開始点３ より 評価する地 震

動及び「竹木場断層による地震」

の断層傾斜角 の不 確かさを考 慮

した場合にお ける 破壊開始点 ２

より評価する 地震 動をそれぞ れ

基準地震動Ss-2、Ss-3とする。 

敷地ごとに 震源 を 特定 して 策

定する基準地 震動 の応答スペ ク

ト ル を 第 7.5.6.52 図 ～ 第

7.5.6.54図に示す。 

 

(2)  震 源 を 特 定 せ ず 策 定 す る 地

震動による基準地震動 

「7.5.6.2 震源を特定せず策

定する地震動」において設定した

「震源を特定 せず 策定する地 震

動」による応答スペクトルと基準
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

地 震 動 Ss-1～ Ss-3の応 答 ス ペ ク

ト ル を 第 7.5.6.50 図 ～ 第

7.5.6.52図に示す。 

第 7.5.6.50 図 ～ 第 7.5.6.52 図

より、「震源を特定せず策定する

地震動」による応答スペクトルの

う ち 2004年 北 海 道留 萌 支庁 南部

地 震 を考 慮し た 地 震動 及び 2000

年鳥取県西部地 震 を考慮した地

震動は、一部の周期帯で基準地震

動 Ss-1～ Ss-3の 応 答ス ペ ク ト ル

を上回る。よって、2004年北海道

留萌支庁南部地 震 を考慮した地

震動を基準地震動Ss-4、2000年鳥

取県西部地震を 考 慮した地震動

を 基 準地 震動 Ss-5と し て選 定す

る。 

敷地 ごと に震 源を 特定 して 策

定する地震動に よ る基準地震動

及び震源を特定 せ ず策定する地

震動による基準 地 震動の応答ス

ペ ク ト ル を 第 7.5.6.53 図 ～ 第

7.5.6.55図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 震 動 Ss-1～ Ss-3の 応 答ス ペ ク

ト ル を 第 7.5.6.54 図 ～ 第

7.5.6.56図に示す。 

第 7.5.6.54 図 ～ 第 7.5.6.56 図

より、「震源を特定せず策定する

地震動」による応答スペクトルの

う ち 2004年北 海 道 留萌 支庁 南 部

地 震 を考 慮 した 地 震 動及び 2000

年鳥取県西部地 震 を考慮した 地

震動は、一部の周期帯で基準地震

動 Ss-1～ Ss-3の 応 答 ス ペク ト ル

を上回る。よって、2004年北海道

留萌支庁南部地 震 を考慮した 地

震動を基準地震動Ss-4、2000年鳥

取県西部地震を 考 慮した地震 動

を 基 準地 震 動 Ss-5とし て選 定 す

る。また、標準応答スペクトルを

考慮した地震動は、一部の周期帯

で、基準地震動Ss-1～Ss-5のうち

同一の基準地震 動 の水平方向 及

び鉛直方向の応 答 スペクトル に

包絡されていない。よって、標準

応答スペクトル を 考慮した地 震

動 を 基準 地 震動 Ss-6と して 選 定

する。 

敷地 ごと に震源を特定して策

定する地震動に よ る基準地震 動

及び震源を特定 せ ず策定する 地

震動による基準 地 震動の応答 ス

ペ ク ト ル を 第 7.5.6.57 図 ～ 第

7.5.6.59図に示す。 

地震動Ss-1□の設計用応答スペク

ト ル を 第 7.5.6.55 図 ～ 第

7.5.6.57図に示す。 

第 7.5.6.55 図 ～ 第 7.5.6.57 図

より、□2004年北海道留萌支庁南

部地震を考慮した地震動□、2000

年鳥取県西部地 震 を考慮した 地

震動、及び標準応答スペクトルを

考慮した地震動 の 応答スペク ト

ルは、一部の周期帯で基準地震動

Ss-1□の設計用応答スペクトルを

上回る。よって、2004年北海道留

萌支庁南部地震 を 考慮した地 震

動を基準地震動Ss-4、2000年鳥取

県西部地震を考 慮 した地震動 を

基準地震動Ss-5、及び標準応答ス

ペクトルを考慮 し た地震動を 基

準地震動Ss-6として選定する。 

敷地 ごと に震 源を 特定 して 策

定する地震動に よ る基準地震 動

及び震源を特定 せ ず策定する 地

震動による基準 地 震動の応答 ス

ペ ク ト ル を 第 7.5.6.58 図 ～ 第

7.5.6.60図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

地震動Ss-1□の設計用応答スペク

ト ル を 第 7.5.6.55 図 ～ 第

7.5.6.57図に示す。 

第 7.5.6.55 図 ～ 第 7.5.6.57 図

より、□2004年北海道留萌支庁南

部地震を考慮した地震動□、2000

年鳥取県西部 地震 を考慮した 地

震動、及び標準応答スペクトルを

考慮した地震 動の 応答スペク ト

ルは、一部の周期帯で基準地震動

Ss-1□の設計用応答スペクトルを

上回る。よって、2004年北海道留

萌支庁南部地 震を 考慮した地 震

動を基準地震動Ss-4、2000年鳥取

県西部地震を 考慮 した地震動 を

基準地震動Ss-5、及び標準応答ス

ペクトルを考 慮し た地震動を 基

準地震動Ss-6として選定する。 

敷地ごとに 震源 を 特定 して 策

定する地震動 によ る基準地震 動

及び震源を特 定せ ず策定する 地

震動による基 準地 震動の応答 ス

ペ ク ト ル を 第 7.5.6.58 図 ～ 第

7.5.6.60図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

・ (C-4)「震源を特定せ

ず」基準地震動の策定

に関する方針（Ss-1と

の比較）の見直し 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ (A-3)Ss-6の追加に伴

う変更 
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

 

7.5.6.4 設計用模擬地震波 

 

敷地 ごと に震 源を 特定 して 策

定する地震動に よ る基準地震動

の地震波は、「7.5.6.3 設計用応

答スペクトル」を踏まえ、応答ス

ペクトルに基づ く 地震動評価に

よる基準地震動Ss-1、断層モデル

を用いた手法に よ る地震動評価

に よ る 基 準 地 震 動 Ss-2及 び Ss-3

によるものとする。 

応答 スペ クト ルに 基づ く地 震

動 評 価に よる 基 準 地震 動 Ss-1の

設計用模擬地震波Ss-1H及びSs-1V

は、それぞれの設計用応答スペク

トルに適合するよう、一様乱数の

位相をもつ正弦 波 の重ね合わせ

によって作成するものとし、振幅

包絡線の経時的変化については、

Noda et al.(2002)(15)に基づき、

第7.5.6.20表に示す形状とする。

設計用模擬地震波Ss-1H及びSs-1V

の作成結果を第7.5.6.21表、設計

用応答スペクト ル に対する設計

用模擬地震波の 応 答スペクトル

比を第7.5.6.56図、時刻歴波形を

第7.5.6.57図に示す。 

断層 モデ ルを 用い た手 法に よ

る地震動評価に よ る基準地震動

Ss-2 及 び Ss-3 の 地 震 波 は 、

 

7.5.6.4 設計用模擬地震波 

 

敷地 ごと に震源を特定して策

定する地震動に よ る基準地震 動

の地震波は、「7.5.6.3 設計用応

答スペクトル」を踏まえ、応答ス

ペクトルに基づ く 地震動評価 に

よる基準地震動Ss-1、断層モデル

を用いた手法に よ る地震動評 価

に よ る 基 準 地 震 動 Ss-2及 び Ss-3

によるものとする。 

応答 スペ クトルに基づく地震

動 評 価に よ る基 準 地 震動 Ss-1の

設計用模擬地震波Ss-1H及びSs-1V

は、それぞれの設計用応答スペク

トルに適合するよう、一様乱数の

位相をもつ正弦 波 の重ね合わ せ

によって作成するものとし、振幅

包絡線の経時的変化については、

Noda et al.(2002)(15)に基づき、

第7.5.6.24表に示す形状とする。

設計用模擬地震波Ss-1H及びSs-1V

の作成結果を第7.5.6.25表、設計

用応答スペクト ル に対する設 計

用模擬地震波の 応 答スペクト ル

比を第7.5.6.60図、時刻歴波形を

第7.5.6.61図に示す。 

断層 モデ ルを用いた手法によ

る地震動評価に よ る基準地震 動

Ss-2 及 び Ss-3 の 地 震 波 は 、

 

7.5.6.4  基 準 地 震 動 Ssの 時 刻 歴

波形 

敷地 ごと に震 源を 特定 して 策

定する地震動に よ る基準地震 動

の地震波は、「7.5.6.3 基準地震

動Ssの策定」を踏まえ、応答スペ

クトルに基づく 地 震動評価に よ

る基準地震動Ss-1、断層モデルを

用いた手法によ る 地震動評価 に

よ る 基 準 地 震 動 Ss-2及 び Ss-3に

よるものとする。 

応答 スペ クト ルに 基づ く地 震

動 評 価に よ る基 準 地震 動 Ss-1の

設計用模擬地震波Ss-1H及びSs-1V

は、それぞれの設計用応答スペク

トルに適合するよう、一様乱数の

位相をもつ正弦 波 の重ね合わ せ

によって作成するものとし、振幅

包絡線の経時的変化については、

Noda et al.(2002)(15)に基づき、

第7.5.6.22表に示す形状とする。

設計用模擬地震波Ss-1H及びSs-1V

の作成結果を第7.5.6.23表、設計

用応答スペクト ル に対する設 計

用模擬地震波の 応 答スペクト ル

比を第7.5.6.61図、時刻歴波形を

第7.5.6.62図に示す。 

断層 モデ ルを 用い た手 法に よ

る地震動評価に よ る基準地震 動

Ss-2 及 び Ss-3 の 地 震 波 は 、

 

7.5.6.4  基 準 地 震 動 Ssの 時 刻 歴

波形 

敷地ごとに 震源 を 特定 して 策

定する地震動 によ る基準地震 動

の地震波は、「7.5.6.3 基準地震

動Ssの策定」を踏まえ、応答スペ

クトルに基づ く地 震動評価に よ

る基準地震動Ss-1、断層モデルを

用いた手法に よる 地震動評価 に

よる 基 準 地 震 動 Ss-2及 び Ss-3に

よるものとする。 

応答スペク トル に 基づ く地 震

動評 価に よ る 基準 地 震動 Ss-1の

設計用模擬地震波Ss-1H及びSs-1V

は、それぞれの設計用応答スペク

トルに適合するよう、一様乱数の

位相をもつ正 弦波 の重ね合わ せ

によって作成するものとし、振幅

包絡線の経時的変化については、

Noda et al.(2002)(15)に基づき、

第7.5.6.22表に示す形状とする。

設計用模擬地震波Ss-1H及びSs-1V

の作成結果を第7.5.6.23表、設計

用応答スペク トル に対する設 計

用模擬地震波 の応 答スペクト ル

比を第7.5.6.61図、時刻歴波形を

第7.5.6.62図に示す。 

断層モデル を用 い た手 法に よ

る地震動評価 によ る基準地震 動

Ss-2 及 び Ss-3 の 地 震 波 は 、

 

・ (C-5)わかりやすさ向

上の観点から、構成を

見直し・記載の充実を

図った箇所 
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

「 7.5.6.3 設計用応答スペクト

ル」で選定した 時 刻歴波形とす

る。基準地震動Ss-2の時刻歴波形

を第7.5.6.58図、基準地震動Ss-3

の 時 刻 歴 波 形 を 第 7.5.6.59図 に

示す。 

震源 を特 定せ ず策 定す る地 震

動による基準地震動Ss-4及びSs-

5の時刻歴波形を第7.5.6.60図及

び第7.5.6.61図に示す。 

 

また、基準地震動Ss-1～Ss-5の

最 大 加 速 度 の 値 を 第 7.5.6.22表

に示す。 

 

7.5.6.5 超過確率の参照 

参考として、基準地震動Ssと日

本原子力学会(2007) (27 )の方法に

基づいて算定し た 解放基盤表面

における地震動 の 一様ハザード

ス ペ ク ト ル の 比 較 を 第 7.5.6.62

図 及 び 第 7.5.6.63図 に 示 す 。 第

7.5.6.62図 及 び 第 7.5.6.63図 よ

り、基準地震動の年超過確率は10-

4～10-6程度である。 

 

7.5.7 参考文献 

(1) 文 部 省 震 災 予 防 評 議 会 編

(1941～ 1943)： 増 訂  大 日

本地 震史 料、第一 巻～ 第三

巻. 

「 7.5.6.3 設計用応答スペクト

ル」で選定した 時 刻歴波形と す

る。基準地震動Ss-2の時刻歴波形

を第7.5.6.62図、基準地震動Ss-3

の 時 刻 歴 波 形 を 第 7.5.6.63図 に

示す。 

震源 を特 定せず策定する地震

動による基準地震動Ss-4、□Ss-5

及 び Ss-6 の 時 刻 歴 波 形 を 第

7.5.6.64図 ～ 第 7.5.6.66 図 に 示

す。 

また、基準地震動Ss-1～Ss-6の

最 大 加 速 度 の 値 を 第 7.5.6.26表

に示す。 

 

7.5.6.5 超過確率の参照 

参考として、基準地震動Ssと日

本原子力学会(2007) (27)の方法に

基づいて算定し た 解放基盤表 面

における地震動 の 一様ハザー ド

ス ペ ク ト ル の 比 較 を 第 7.5.6.67

図 及 び 第 7.5.6.68図 に 示 す 。 第

7.5.6.67図 及 び 第 7.5.6.68図 よ

り、基準地震動の年超過確率は10-

4～10-6程度である。 

 

 

 

 

 

 

「 7.5.6.3  基 準 地 震 動 Ss の 策

定」で選定した 時 刻歴波形と す

る。基準地震動Ss-2の時刻歴波形

を第7.5.6.63図、基準地震動Ss-3

の 時 刻 歴 波 形 を 第 7.5.6.64図 に

示す。 

震源 を特 定せ ず策 定す る地 震

動による基準地震動Ss-4、□Ss-5

及 び Ss-6 の 時 刻 歴 波 形 を 第

7.5.6.65図 ～ 第 7.5.6.67 図 に 示

す。 

また、基準地震動Ss-1～Ss-6の

最 大 加 速 度 の 値 を 第 7.5.6.24表

に示す。 

 

7.5.6.5 超過確率の参照 

参考として、基準地震動Ssと日

本原子力学会(2007) (26)の方法に

基づいて算定し た 解放基盤表 面

における地震動 の 一様ハザー ド

ス ペ ク ト ル の 比 較 を 第 7.5.6.68

図 及 び 第 7.5.6.69図 に 示 す 。 第

7.5.6.68図 及 び 第 7.5.6.69図 よ

り、基準地震動の年超過確率は10-

4～10-6程度である。 

 

7.5.7 参考文献 

(1) 文 部 省 震 災 予 防 評 議 会 編

(1941～ 1943)： 増 訂  大 日

本地 震史 料、第一 巻～第三

巻. 

「 7.5.6.3  基 準 地 震 動 Ss の 策

定」で選定し た時 刻歴波形と す

る。基準地震動Ss-2の時刻歴波形

を第7.5.6.63図、基準地震動Ss-3

の 時 刻 歴 波 形 を 第 7.5.6.64図 に

示す。 

震源を特定 せず 策 定す る地 震

動による基準地震動Ss-4、□Ss-5

及 び Ss-6 の 時 刻 歴 波 形 を 第

7.5.6.65図 ～ 第 7.5.6.67 図 に 示

す。 

また、基準地震動Ss-1～Ss-6の

最 大 加 速 度 の 値 を 第 7.5.6.24表

に示す。 

 

7.5.6.5 超過確率の参照 

参考として、基準地震動Ssと日

本原子力学会(2007) (26)の方法に

基づいて算定 した 解放基盤表 面

における地震 動の 一様ハザー ド

ス ペ ク ト ル の 比 較 を 第 7.5.6.68

図 及 び 第 7.5.6.69図 に 示 す 。 第

7.5.6.68図 及 び 第 7.5.6.69図 よ

り、基準地震動の年超過確率は10-

4～10-6程度である。 

 

7.5.7 参考文献 

(1) 文 部 省 震 災 予 防 評 議 会 編

(1941～ 1943)： 増 訂  大 日

本地 震 史料 、第一巻～第 三

巻. 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ (A-3)Ss-6の追加に伴

う変更 
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

(2) 武者 金 吉 (1951)： 日 本 地震

史料、毎日新聞社. 

(3) 東 京 大 学 地 震 研 究 所 編

(1981～ 1994)： 新 収  日 本

地震史料、第一巻～第五巻、

補遺、続補遺. 

(4) 国立 天 文 台 編 (2014)： 理科

年表 平成27年、丸善. 

(5) 宇佐美龍夫・石井寿・今村隆

正 ・ 武 村 雅 之 ・ 松 浦 律 子

(2013)： 日 本 被 害 地 震 総覧

599-2012、東京大学出版会.

(6) 宇津 徳治 ・嶋悦三 ・吉 井敏

尅・山科健一郎編(2001)：地

震の事典［第２版］、朝倉書

店. 

(7) 気象庁：地震年報、2012年.

 

 

 

 

(8) 村松 郁 栄 (1969)： 震 度 分布

と地 震の マグニチ ュー ドと

の関 係、 岐阜大学 教育 学部

研究 報告 、自然科 学、 第４

巻、第３号、pp.168-176. 

(9) 勝又譲・徳永規一(1971)：震

度Ⅳ の範 囲と地震 の規 模お

よび 震度 と加速度 の対 応、

験震時報、第36巻、第3,4号、

pp.1-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 武者 金吉 (1951)： 日 本 地 震

史料、毎日新聞社. 

(3) 東 京 大 学 地 震 研 究 所 編

(1981～ 1994)： 新 収  日 本

地震史料、第一巻～第五巻、
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(4) 国立 天文 台 編 (2014)： 理 科
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(7) 気象庁：地震年報、2012年、

地震月報（カタログ編） 

http://www.data.jma.go.jp/sv

d/eqev/data/bulletin/index.h

tml 

(8) 村 松 郁 栄 (1969)： 震 度 分 布

と地 震 のマ グニチュード と

の関 係 、岐 阜大学教育学 部

研究 報 告、 自然科学、第 ４

巻、第３号、pp.168-176. 

(9) 勝又譲・徳永規一(1971)：震

度Ⅳ の 範囲 と地震の規模 お

よび 震 度と 加速度の対応 、

験震時報、第36巻、第3,4号、

pp.1-8. 
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

(10)松田 時 彦 (1975)： 活断 層 か

ら発 生す る地震の 規模 と周

期について、地震、第２輯、

第28巻、pp.269-283. 

(11)財団法人  地 域地盤環境研

究所 (2011)： 震 源 を 特 定せ

ず策 定す る地震動 に関 する

計算業務報告書． 

(12)K. Uehira, T. Yamada, 

M.Shinohara, K. 

Nakahigashi, H. 

Miyamachi, Y. Iio,T. 

Okada, H. Takahashi, N. 

Matsuwo, K. Uchida,T. 

Kanazawa, and H. 

Shimizu(2006) ： Precise 

aftershock distribution 

of the 2005West Off 

Fukuoka Prefecture 

Earthquake (Mj=7.0) using 

a dense onshore and 

offshore seismic network,

Earth Planets Space, 

Vol.58, pp.1605 1610. 

(13)国立研究開発 法人  防災科

学技 術研 究所  地 震ハ ザー

ド ス テ ー シ ョ ン J-SHIS ：

http://www.j-

shis.bosai.go.jp/ 

(14)地震調査研究 推進本部地震

調 査 委 員 会 (2007)： 2005年

(10)松田 時 彦 (1975)： 活 断層 か

ら発 生す る地震の 規模と周

期について、地震、第２輯、

第28巻、pp.269-283. 

(11)財団法人  地 域地盤環境研

究所 (2011)： 震 源 を 特 定 せ

ず策 定す る地震動 に関する

計算業務報告書． 

(12)K. Uehira, T. Yamada, 

M.Shinohara, K. 

Nakahigashi, H. 

Miyamachi, Y. Iio,T. 

Okada, H. Takahashi, N. 

Matsuwo, K. Uchida,T. 

Kanazawa, and H. 

Shimizu(2006) ： Precise 

aftershock distribution 

of the 2005West Off 

Fukuoka Prefecture 

Earthquake (Mj=7.0) using 

a dense onshore and 

offshore seismic network, 

Earth Planets Space, 

Vol.58, pp.1605 1610. 

(13)国立研究開発 法人  防災科

学技 術研 究所  地 震ハザー

ド ス テ ー シ ョ ン J-SHIS ：

http://www.j-

shis.bosai.go.jp/ 

(14)地震調査研究 推進本部地震

調 査 委 員 会 (2007)： 2005年

(10)松 田時 彦 (1975)： 活 断層 か

ら発 生 する 地震の規模と 周

期について、地震、第２輯、

第28巻、pp.269-283. 

(11)財団法人  地域地盤環境 研

究 所 (2011)： 震 源 を 特 定 せ

ず策 定 する 地震動に関す る

計算業務報告書． 

(12)K. Uehira, T. Yamada, 

M.Shinohara, K. 

Nakahigashi, H. 

Miyamachi, Y. Iio,T. 

Okada, H. Takahashi, N. 

Matsuwo, K. Uchida,T. 

Kanazawa, and H. 

Shimizu(2006) ： Precise 

aftershock distribution 

of the 2005West Off 

Fukuoka Prefecture 

Earthquake (Mj=7.0) using 

a dense onshore and 

offshore seismic network, 

Earth Planets Space, 

Vol.58, pp.1605 1610. 

(13)国立研究開発法人  防災 科

学技 術 研究 所  地震ハザ ー

ド ス テ ー シ ョ ン J-SHIS ：

http://www.j-

shis.bosai.go.jp/ 

(14)地震調査研究推進本部地 震

調 査 委 員 会 (2007)： 2005年
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

福岡 県西 方沖の地 震の 観測

記録 に基 づく強震 動評 価手

法の 検証 について （中 間報

告）. 

(15)S. Noda, K. Yashiro, K. 

Takahashi, M. Takemura, 

S. Ohno, M. Tohdo and T. 

Watanabe (2002)： RESPONSE 

SPECTRA FOR DESIGN 

PURPOSE OF STIFF 

STRUCTURES ON ROCK SITES, 

OECD-NEA Workshop on the 

Relations between 

Seismological Data and 

Seismic Engineering, Oct. 

16-18， pp.399-408. 

(16)地震調査研究 推進本部地震

調査委員会(2003)：布田川・

日奈 久断 層帯の地 震を 想定

した強震動評価について. 

(17)地震調査研究 推進本部地震

調査 委 員 会 (2009)・ 地 震調

査委員会（2016）：「全国地

震動予測地図」報告書. 

(18) 原 子 力 安 全 基 盤 機 構

(2005)： 震 源 を 特 定 し にく

い地 震に よる地震 動の 検討

に 関 す る 報 告 書 、

JNES/SAE05－ 004. 

(19) 入 倉 孝 次 郎 ・ 三 宅 弘 恵

(2001)： シ ナ リ オ 地 震 の強

福岡 県西 方沖の地 震の観測

記録 に基 づく強震 動評価手

法の 検証 について （中間報

告）. 

(15)S. Noda, K. Yashiro, K. 

Takahashi, M. Takemura, 

S. Ohno, M. Tohdo and T. 

Watanabe (2002)： RESPONSE 

SPECTRA FOR DESIGN 

PURPOSE OF STIFF 

STRUCTURES ON ROCK SITES, 

OECD-NEA Workshop on the 

Relations between 

Seismological Data and 

Seismic Engineering, Oct. 

16-18， pp.399-408. 

(16)地震調査研究 推進本部地震

調査委員会(2003)：布田川・

日奈 久断 層帯の地 震を想定

した強震動評価について. 

(17)地震調査研究 推進本部地震

調査 委員 会 (2009)・ 地 震 調

査委員会（2016）：「全国地

震動予測地図」報告書. 

(18) 原 子 力 安 全 基 盤 機 構

(2005)： 震 源 を 特 定 し に く

い地 震に よる地震 動の検討

に 関 す る 報 告 書 、

JNES/SAE05－ 004. 

(19) 入 倉 孝 次 郎 ・ 三 宅 弘 恵

(2001)： シ ナ リ オ 地 震 の 強

福岡 県 西方 沖の地震の観 測

記録 に 基づ く強震動評価 手

法の 検 証に ついて（中間 報

告）. 

(15)S. Noda, K. Yashiro, K. 

Takahashi, M. Takemura, 

S. Ohno, M. Tohdo and T. 

Watanabe (2002)： RESPONSE 

SPECTRA FOR DESIGN 

PURPOSE OF STIFF 

STRUCTURES ON ROCK SITES, 

OECD-NEA Workshop on the 

Relations between 

Seismological Data and 

Seismic Engineering, Oct. 

16-18， pp.399-408. 

(16)地震調査研究推進本部地 震

調査委員会(2003)：布田川・

日奈 久 断層 帯の地震を想 定

した強震動評価について. 

(17)地震調査研究推進本部地 震

調 査 委 員 会 (2009)・ 地 震 調

査委員会（2016）：「全国地

震動予測地図」報告書. 

(18) 原 子 力 安 全 基 盤 機 構

(2005)： 震 源 を 特 定 し に く

い地 震 によ る地震動の検 討

に 関 す る 報 告 書 、

JNES/SAE05－ 004. 

(19) 入 倉 孝 次 郎 ・ 三 宅 弘 恵

(2001)： シ ナ リ オ 地 震 の 強
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

震動予測、地学雑誌、110、

pp.849-875. 

(20)中村洋光・宮武隆(2000)：断

層近 傍強 震動シミ ュレ ーシ

ョン のた めの滑り 速度 時間

関数の近似式、地震、第2輯、

第53巻、pp.1-9. 

(21)M. Stirling, D. Rhoades, 

and K. Berryman(2002) : 

Comparison of Earthquake 

Scaling Relations Derived 

from Data of the 

Instrumental and 

Preinstrumental Era , 

Bulletin of the 

Seismological Society of 

America, Vol.92 , No.2, 

pp. 812-830. 

(22)K.Dan, T.Watanabe and 

T.Tanaka (1989) ： SEMI-

EMPIRICAL METHOD TO 

SYNTHESIZE EARTHQUAKE 

GROUND MOTIONS BASED ON 

APPROXIMATE FAR-FIELD 

SHEAR-WAVE DISPLACEMENT , 

Journal Of  Structural 

and Construction 

Engineering(Transactions 

of AIJ) , No.396 , pp.27-

36. 

(23)Y.Hisada(1994) ： An 

震動予測、地学雑誌、110、

pp.849-875. 

(20)中村洋光・宮武隆(2000)：断

層近 傍強 震動シミ ュレーシ

ョン のた めの滑り 速度時間

関数の近似式、地震、第2輯、

第53巻、pp.1-9. 

(21)M. Stirling, D. Rhoades, 

and K. Berryman(2002) : 

Comparison of Earthquake 

Scaling Relations Derived 

from Data of the 

Instrumental and 

Preinstrumental Era , 

Bulletin of the 

Seismological Society of 

America, Vol.92 , No.2, 

pp. 812-830. 

(22)K.Dan, T.Watanabe and 

T.Tanaka (1989) ： SEMI-

EMPIRICAL METHOD TO 

SYNTHESIZE EARTHQUAKE 

GROUND MOTIONS BASED ON 

APPROXIMATE FAR-FIELD 

SHEAR-WAVE DISPLACEMENT , 

Journal Of  Structural 

and Construction 

Engineering(Transactions 

of AIJ) , No.396 , pp.27-

36. 

(23)Y.Hisada(1994) ： An 

震動予測、地学雑誌、110、

pp.849-875. 

(20)中村洋光・宮武隆(2000)：断

層近 傍 強震 動シミュレー シ

ョン の ため の滑り速度時 間

関数の近似式、地震、第2輯、

第53巻、pp.1-9. 

(21)M. Stirling, D. Rhoades, 

and K. Berryman(2002) : 

Comparison of Earthquake 

Scaling Relations Derived 

from Data of the 

Instrumental and 

Preinstrumental Era , 

Bulletin of the 

Seismological Society of 

America, Vol.92 , No.2, 

pp. 812-830. 

(22)K.Dan, T.Watanabe and 

T.Tanaka (1989) ： SEMI-

EMPIRICAL METHOD TO 

SYNTHESIZE EARTHQUAKE 

GROUND MOTIONS BASED ON 

APPROXIMATE FAR-FIELD 

SHEAR-WAVE DISPLACEMENT , 

Journal Of  Structural 

and Construction 

Engineering(Transactions 

of AIJ) , No.396 , pp.27-

36. 

(23)Y.Hisada(1994) ： An 
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玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置変更許可申請書 比較表 

（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

Efficient Method for 

Computing Green ’ s 

Functions for a Layered 

Half-Space with Sources 

and Receivers at Close 

Depths , Bulletin of the 

Seismological Society of 

America, Vol.84, No.5, 

pp.1456-1472. 

(24)国立研究開発 法人  防災科

学技 術研 究所  広 域帯 地震

観 測 網 F-net ：

http://www.fnet.bosai.go

.jp/fnet/. 

(25)加藤研一・宮腰勝義・武村雅

之・井上大榮・上田圭一・壇

一男 (2004)： 震 源 を 事 前に

特定 でき ない内陸 地殻 内地

震に よる 地震動レ ベル －地

質学 的調 査による 地震 の分

類と 強震 観測記録 に基 づく

上限 レベ ルの検討 －、 日本

地震工学会論文集、第４巻、

第４号、pp.46-86. 

(26)佐藤浩章・芝良昭・東貞成・

功刀卓・前田宜浩・藤原広行

(2013)：物理探査・室内試験

に基 づ く 2004年 留 萌支 庁 南

部 の 地 震 に よ る K-NET 港 町

観 測 点 (HKD020)の 基 盤 地 震

動と サイ ト特性評 価、 電力

Efficient Method for 

Computing Green ’ s 

Functions for a Layered 

Half-Space with Sources 

and Receivers at Close 

Depths , Bulletin of the 

Seismological Society of 

America, Vol.84, No.5, 

pp.1456-1472. 

(24)国立研究開発 法人  防災科

学技 術研 究所  広 域帯地震

観 測 網 F-net ：

http://www.fnet.bosai.go

.jp/fnet/. 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25)佐藤浩章・芝良昭・東貞成・

功刀卓・前田宜浩・藤原広行

(2013)：物理探査・室内試験

に基 づ く 2004年 留 萌 支庁 南

部 の 地 震 に よ る K-NET 港 町

観 測 点 (HKD020)の 基 盤 地 震

動と サイ ト特性評 価、電力

Efficient Method for 

Computing Green ’ s 

Functions for a Layered 

Half-Space with Sources 

and Receivers at Close 

Depths , Bulletin of the 

Seismological Society of 

America, Vol.84, No.5, 

pp.1456-1472. 

(24)国立研究開発法人  防災 科

学技 術 研究 所  広域帯地 震

観 測 網 F-net ：

http://www.fnet.bosai.go

.jp/fnet/. 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25)佐藤浩章・芝良昭・東貞成・

功刀卓・前田宜浩・藤原広行

(2013)：物理探査・室内試験

に 基づ く 2004年留 萌 支庁 南

部 の 地 震 に よ る K-NET 港 町

観 測 点 (HKD020)の 基 盤 地 震

動と サ イト 特性評価、電 力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・(C-1)加藤ほか（2004）

に 関 す る 記 載 の 削 除

に伴う修正 
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（標準応答スペクトルを考慮した地震動評価） 

  添付書類六 ７．５ 地震 

 

 

青：当初申請書で記載を変更した箇所、 

赤：補正申請書で記載を変更した箇所 

緑：再補正申請書(案)で記載を変更する箇所 

 

既許可申請書 

 （平成29年1月18日許可） 

当初申請書 

 （令和3年8月23日申請） 

補正申請書 

（令和5年10月27日補正申請） 
再補正申請書（案） 備  考 

中央研究所報告 

(27)社団法人  日 本原子力学会

(2007)： 原 子 力 発 電 所 の地

震を 起因 とした確 率論 的安

全評価実施基準、2007、（社）

日本原子力学会標準、AESJ-

SC-P006： 2007. 

中央研究所報告 

(26)社団法人  日 本原子力学会

(2007)： 原 子 力 発 電 所 の 地

震を 起因 とした確 率論的安

全評価実施基準、2007、（社）

日本原子力学会標準、AESJ-

SC-P006： 2007. 

中央研究所報告 

(26)社団法人  日本原子力学 会

(2007)： 原 子 力 発 電 所 の 地

震を 起 因と した確率論的 安

全評価実施基準、2007、（社）

日本原子力学会標準、AESJ-

SC-P006： 2007. 
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